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令 和 ５ 年 

 

赤平市議会第４回定例会会議録（第２日） 

 

                         １２月１４日（木曜日）午前１０時００分 開 議 

                                    午後 ２時４８分 散 会 

 

 〇議事日程（第２号） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

  日程第 ２ 諸般の報告 

  日程第 ３ 一般質問 

        １．安 藤   繁 議員 

        ２．若 山 武 信 議員 

        ３．木 村   恵 議員 

        ４．北 市   勲 議員 

 

 〇本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

  日程第 ２ 諸般の報告 

  日程第 ３ 一般質問 

 
 

順序 
 

議席 
番号 

 
氏   名 

 

 
件      名 

 

 １  ５ 安藤  繁 １．太陽光発電について 

２．熊の出没について 

３．ごみの不法投棄や犯 

  罪等の防止対策につ 

  いて 

 ２  ６ 若山 武信 １．行政の機構改革につ 

  いて 

２．市職員の人材育成に 

  ついて 

３．高齢者支援について 

 ３  １ 木村  恵 １．公共交通について 

２．水道事業について 

３．高齢者支援について 

４．地域おこし協力隊に 

  ついて 

 
 

順序 
 

議席 
番号 

 
氏   名 

 

 
件      名 

 

         ５．炭鉱遺産ガイダンス 

  施設について 

６．市立病院について 

７．遊休公共施設につい 

  て 

８．本町商店街の火災に 

  ついて 

 ４  ８ 北市  勲 １．地域公共交通につい 

  て 

２．地域振興について 

 

 〇出席議員 １０名 

        １番  木 村   恵 君 

        ２番  今 野   宙 君 

        ３番  丸 山 勝 正 君 
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        ５番  安 藤   繁 君 

        ６番  若 山 武 信 君 

        ７番  伊 藤 新 一 君 

        ８番  北 市   勲 君 

        ９番  御家瀬   遵 君 

       １０番  竹 村 恵 一 君 

 

 〇欠席議員  ０名 

 

 〇説 明 員 

  市      長  畠 山   渉 君 

  教育委員会教育長  高 橋 雅 明 君 
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  上 下 水 道 課 長  柳 町 隆 之 君 

  会 計 管 理 者  山 口 正 己 君 
 
  あかびら市立病院 
            杉 浦 圭 輔 君 
  事 務 長 
                        
 
  教 育 学校教育 
            尾 堂 裕 之 君 
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      社会教育 
   〃        梶   哲 也 君 
      課  長 
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      総務議事 
   〃        伊 藤 千穂子 君 
      係  長 
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（竹村恵一君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（竹村恵一君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、２番今野議員、９番御家瀬議員を指

名いたします。 

                       

〇議長（竹村恵一君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長より報告します。 

〇議会事務局長（石井明伸君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（竹村恵一君） 日程第３ これより一般質

問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、１、太陽光発電について、２、熊の

出没について、３、ごみの不法投棄や犯罪等の防止

対策について、議席番号５番、安藤議員。 

〇５番（安藤繁君） 〔登壇〕 議席番号５番、安

藤繁です。本日は、年末の大変お忙しい中、ご苦労

さまでございます。通告に従いまして、質問いたし

ますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 件名１、太陽光発電について、項目１、太陽光発

電施設設置の規制に係る条例の制定について、要旨

１、太陽光発電施設の設置の規制に係る条例の制定

について昨年９月の定例会後の協議以降の取組につ

いてでありますが、第６次赤平市総合計画の基本目

標で生活環境として安全、安心で快適に暮らせるま

ちづくりが明記されております。太陽光発電施設設

置規制条例につきましては、町内会や地域住民の要

望を受けて令和元年の９月の定例会から昨年９月ま

でに４回にわたり質問を行ってきたところでありま

す。昨年の９月の定例会で私は、太陽光発電施設に

係る条例の制定について昨年６月の定例会以降１年

３か月にわたる研究の成果を期待するところであり

ますが、どのように内部検討を進めてきたのか、ど

のような研究が行われてきたのか、取組内容と研究

の成果を伺いますと質問いたしましたが、市長は市

民生活課及び建設課で資源エネルギー庁のホームペ

ージの掲載情報や環境省、地方自治研究機構などの

発信情報を収集し、共有しているところであるとの

答弁でありました。この答弁に私は、太陽光発電施

設に係る条例の研究をし、結果を出すためには当市

の太陽光発電施設の設置後の現地の状況調査や当事

者からの問題点の聞き取り、さらに条例設置済みの

市町村の条例の研究や現地の視察など研究資料の収

集などが必要と思われますが、これらの点について

どのように進めてきたのか、また市長は担当職員と

どのような協議を行い、条例制定に関してどのよう

な指示を出してきたのか伺いますと再質問をしたと

ころであります。この質問に対し、市長は近隣住民

とは設置当初話をし、切実な声を聞いており、現状

も確認をしている、また令和３年６月に条例が制定

された長沼町の素案も入手しており、複数課で情報

を共有している、さらに災害防止、自然環境保全、

地域の共生のため時間を要しているが、条例等の制

定に向けて検討してまいりたいと非常に前向きな答

弁をいただいたところであります。また、市長は答

弁終了後傍聴席にいた当事者に駆け寄り、条例等の

制定に向けて検討することについて話をかけられて

おりました。私も市長の誠意に深く感動し、高く評

価いたしたところであります。定例会後に市長とお

会いして話したときにも、万全な規制ができるよう

にするため現在条例の作成の作業を進めているとの

お話でありました。 

 その後のことでありますけれども、担当課長より

現在作業を進めているが、国のほうで小規模な太陽

光発電施設の設置に係る規制に関して検討を始めて
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おり、国の動向を見て作業を進めてまいりたいとい

うお話があり、地域の関係者と協議し、同意をいた

したところであります。太陽光発電施設の設置の規

制について、昨年９月の定例会後の協議をした以降

の国の動向と当市の条例制定に係る取組について伺

います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 太陽光発電施設設置の規制に

係る国の動向と条例制定の取組についてでございま

すが、安藤議員がご指摘のとおりこれまで調査研究

を行いながら条例制定に向け作業を進めてきたとこ

ろであります。一方、国では５月末に再生可能エネ

ルギー電気の利用の促進に関する特別措置法、いわ

ゆる再生可能エネルギー特措法の一部改正に伴い、

事前の説明会や周知、対象となる住民の範囲といっ

た客観的な基準を設けるなどの方向性を示すとのこ

とであります。このことから、国はワーキンググル

ープを設置し、方向性について協議を重ねている最

中でありましたので、条例の制定につきましてはそ

の方向性の決定を見守ってきたところであります。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇５番（安藤繁君） 〔登壇〕 ただいまの答弁で、

昨年９月の定例会後の協議した以降の国の動向と当

市の条例制定に係る取組につきましては理解いたし

ました。 

 再質問でございますが、いつ頃国の規正法が施行

される予定なのか、めどについてお伺いしたいと思

います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 国の施行予定についてでござ

いますが、現在国におけるエネルギー庁のワーキン

ググループ内の協議状況でありますが、第２次の取

りまとめ案の概要が10月に発表となったところであ

ります。主たる内容は、トラブル防止のため施設周

辺住民への説明や事前周知、市町村への事前相談な

ど施設周辺の住民に配慮するといった内容であり、

パブリックコメントが行われた後に地方自治体への

周知を経て令和６年４月の施行で進めている状況で

あります。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇５番（安藤繁君） 〔登壇〕 国の第２次の取り

まとめ案の概要が10月発表となり、国の規正法が施

行される予定が来年４月ということが分かりまし

た。 

 次に、要旨２でございますけれども、地方自治研

究機構の令和５年10月18日現在での条例制定の概観

によりますと、令和４年度に49条例、令和５年度に

は31件の条例を制定している自治体があります。全

体では、都道府県で８条例、市町村では255条例とな

っております。本当に多くの自治体が条例を制定し

ております。また、条例制定後も規制の強化を図る

ために遠野市等をはじめといたしまして、各自治体

で条例内容の改正がされてきておるところでござい

ます。国の規正法が施行される予定が来年４月とい

うのは、間違いないのでしょうか。国の動きに不確

定要素があるのであれば、当市は先行して条例を制

定し、国の法律の制定した後に見直す必要があると

いうのであれば条例を改正するということにしては

いかがでしょうか、伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 先行して条例を制定し、法律

改正後必要に応じて条例を改正してはどうかという

ことについてでございますが、今回法の改正が行わ

れたことに伴い、大規模電源の50キロワット以上の

高圧は説明会の開催を求める、小規模電源の50キロ

ワット未満の低圧は原則として説明会以外の事前周

知を求める、ただし周辺地域に影響を及ぼす可能性

のあるエリアなど説明会の開催を求める方向であり

ます。また、屋根設置住宅用太陽光は、対象外とな

るなど設置に当たっての方向性は示されたところで

あります。しかし、これら今回の法改正だけでは近

隣住民の生活環境に影響を及ぼす設置、これも懸念

されることから、議員ご指摘のことも踏まえたより

実効性のある条例制定に向け取り組んでまいりたい

と考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 
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〇５番（安藤繁君） 〔登壇〕 ただいまのご答弁

によりますと、今回の国の法改正でありますが、私

も心配しておりましたけれども、50キロワット未満

の小規模なものについては説明会以外の周知を求め

ることもあり得るということであります。近隣住民

の要望するものとはかなりの隔たりがあるものと思

われます。市長から今今回の法改正だけでは近隣の

住民の生活環境に影響を及ぼす設置も懸念されるこ

とから、私の今ご指摘いたしましたことも踏まえて

より実効性のある条例制定に向け取り組んでまいり

たいという本当に力強い答弁をいただきました。当

市が国に先行して実効性のある条例を制定する方向

で取り組むと理解いたしました。市長の英断を高く

評価したいと思います。今後早期に太陽光発電施設

設置の規制に係る条例が施行されることを期待して

おりますので、よろしくお願いいたします。これで

この件についての質問を終了いたします。 

 続きまして、件名２、熊の出没について、項目１、

熊の出没による被害状況と被害回避について、要旨

１についてお伺いをいたします。北海道東北地方知

事会、これの緊急要望を受けまして、当時の伊藤環

境相が熊による人身被害を防止し、農作物に被害を

与える鳥獣の捕獲に取り組む都道府県に交付金を支

払い、夜間の駆除なども可能になるように熊類を指

定管理鳥獣とし、保護から捕獲によって適正な管理

をするという方向の検討に入ったとのことでありま

す。 

 北海道内の2023年の熊の出没状況は、北海道警察

の速報値、これによりますと９月17日の時点で2,667

件、過去でも最高に多かった2022年の2,240件を427

件も上回り、過去最多となっております。赤平市に

おいては、今年の目撃情報についてはホームページ

に出没箇所も含めて掲載されております。11月４日

現在でございますが、26か所と本当に非常に多く、

昨年と比べて、地図も出ているのですけれども、い

わゆる目撃ですか、出没目撃の範囲も非常に広がっ

てきております。全国では、熊による死傷者など人

や家畜の被害、樹木や果実、畑の作物及び飼料など

様々な被害が報じられているところでありまして、

これは皆さんも御存じのことと思います。当市でも

以前住友地区の企業で被害があったというふうに聞

いております。 

 環境省が11月11日に発表した速報値によります

と、今年の４月から10月までに熊に襲われたのが180

人で、痛ましい死亡者は５人と統計を開始して以来

過去最多を記録しております。熊の観察や追跡調査

で遭遇や捕獲した熊に９回も襲われ、生還したとい

う経験を持ちますＮＰＯ法人の日本ツキノワグマ研

究所の米田一彦理事長のお話でございますが、2025

年には今年以上に被害件数が増えるかもしれず、警

戒が必要と言っております。今年は、熊の出生数、

これがかつてないほど多いということでございま

す。子熊が２歳になり、自由に徘回し始めるのが２

年後ということでありまして、年を追うごとに温暖

化が進行いたしましてドングリなどの餌が本当に少

なくなると、こういった形でアーバンベア等による

市街地での被害件数も増える可能性があるように聞

いております。 

 現在熊の捕獲に協力されている猟友会の会員数、

これも全国的に減少し、高齢化してきており、熊の

捕獲などに十分対応ができていないようでありま

す。北海道も相次ぐ事故を受けて、熊の捕獲目標の

設定に向けた検討を始めるようであります。当市に

おいては、熊による人への被害はないと思いますけ

れども、山林の樹木、畑作物、家畜や飼料の被害状

況や被害を回避するための猟友会の会員の確保、そ

して捕獲技術の向上促進、財政支援などについて当

市ではどのように考えておられるのか伺いたいと思

います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 熊による被害状況、猟友会の

会員確保、捕獲技術の向上促進、財政支援について

でございますが、議員おっしゃるとおり熊による人

的被害、農業被害とも現在のところないとの報告を

受けております。猟友会の会員の確保については、

全国的な問題でもあり、当市においても例外とは言
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えず、苦慮しているところであります。現在北海道

猟友会滝川支部赤平部会会員として、今年度に入り

30代、60代の男性２名が加入し、現在15名の方々が

会員として活動をしております。本年６月には、北

海道猟友会滝川支部赤平部会と協議を行った上で広

報あかびらに活動内容や募集記事を掲載、町内会長

会議においてヒグマに関しての情報を提供したとこ

ろであります。今後も会員確保に向けた取組を行う

とともに、財政支援については引き続き検討してま

いりたいと考えております。また、広報あかびら、

出前講座等を通じ、熊に関する知識を学ぶ機会も積

極的に設けてまいりますので、ご理解いただければ

と思います。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇５番（安藤繁君） 〔登壇〕 当市においても熊

の目撃件数が増加している中で人的被害、農業被害

もなかったということは大変よかったことだなとい

うふうに思います。今年度猟友会に若い30代、60代

の男性が２名入会したということでありまして、今

後も会員確保の取組を行い、財政支援についても継

続して検討するとのことであります。また、広報あ

かびらに猟友会の活動内容、募集記事を掲載し、町

内会長会議におきましてもヒグマに関しての情報を

提供するなど種々被害回避の対応をしていることが

理解できました。しかし、被害はいつ発生しても不

思議ではない状況にあるとの共通認識を持ちまし

て、事故を未然に防がねばならないと思います。熊

は、いつどこに出没するか分からず、大変難しい課

題でございますけれども、事故防止に向けて一層の

努力をしていただきたいというふうに思います。 

 再質問いたしますが、道は人里での出没が増加し

ておりますヒグマの対策として1,500万の補正予算

を11月28日に定例議会に提案しておりまして、今日

その結果が出るようなことも聞いております。残雪

期の捕獲促進事業の春期管理捕獲に参加する市町村

にハンターへの報酬や弾代などの経費を半額まで補

助するということでございまして、現在の２倍とな

ります40の市町村が事業に参加するというふうに見

込んでの補正予算ということであります。この補助

制度の活用について市の考え方をお伺いいたしま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 農政課長。 

〇農政課長（安原敬二君） 春期管理捕獲に係る補

助制度の活用についてでございますが、今後補助制

度に係る詳しい内容の通知がなされると思います。

その通知を踏まえまして、猟友会赤平部会の方々と

実施の可否を含め十分な協議を行ってまいりたいと

思います。 

 以上です。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇５番（安藤繁君） 〔登壇〕 ただいまの答弁に

よりますと、道からの補助制度の詳細が通知されれ

ば、もう間もなく通知されるのだと思いますけれど

も、実施の可否を含めて猟友会とも十分協議を行う

とのことであります。熊の捕獲については、生命の

危険も含めまして非常に危険を伴うことでございま

す。猟友会の意向を十分に踏まえ、慎重に協議をい

ただき、体制が整い、実施するということになれば、

せっかくのこの補助制度を大いに活用して万全の熊

対策をしていただきたいというふうに思います。 

 次に、要旨２についてでありますが、熊の目撃箇

所に設置されている看板でございますが、看板がち

ょっと小さくて分かりづらい、看板のサイズをもっ

と大きくしたり、カラフルにして目立つようにでき

ないかという意見が私のほうに届いております。看

板をもっと大きいサイズにしたり、下地を白ではな

く、住友山手町に本当に目立つやつがあるのですけ

れども、看板を黄色または赤色とカラフルにして目

立つようにしてはいかがでしょうか、お伺いいたし

ます。 

〇議長（竹村恵一君） 農政課長。 

〇農政課長（安原敬二君） 目撃箇所の看板設置に

ついてでございますが、これまでも工夫をしながら

設置しておりましたが、お話のあったご意見を踏ま

えまして付近を通る歩行者の方々、自動車等を運転

する方々にも分かるような色使いを含めまして今後
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も工夫を重ねてまいりますので、ご理解いただけれ

ばと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇５番（安藤繁君） 〔登壇〕 本当に一生懸命農

政課のほうでも頑張って看板を立てても分かりづら

いということでは、ちょっと意味が薄れると思いま

すので、住友山手町、これは黄色い下地に熊の絵の

ある看板でして、私も車で走行していても遠くから

非常に目立ちます。歩行者や自動車の運転手にも分

かるよう工夫を重ねるとの今の答弁であり、期待を

しております。市民からの要望に応えて一工夫をし

ていただきますようよろしくお願いを申し上げたい

と思います。 

 続いて、要旨３でございますけれども、豊里小学

校付近にも熊が出没したのですが、豊栄町町内会の

ほうには連絡がなかったというふうに聞いておりま

す。過日開催されました東公民館での議会報告会に

おいても、茂尻栄町の通学路でございます砂防ダム、

その付近でも熊が目撃されております。このときも

市から地域の町内会長には何も連絡はなかったとの

お話がありました。今後は、できれば熊の目撃情報

を地域の町内会長に提供しまして、町内会会長が町

内の会員に注意を呼びかける、そしてまた町内会の

人に聞かれたときは市のほうからも連絡をいただい

ていますということで気をつけてくださいというふ

うに注意喚起ができるように配慮してはいかがでし

ょうか、伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 農政課長。 

〇農政課長（安原敬二君） 目撃情報の周知方法に

ついてでございますが、現在目撃情報を寄せられた

後現場での確認作業、状況に応じ赤歌警察署員と共

に近隣住民への注意喚起、付近でのパトロール、市

のホームページ及び公式ラインに情報を掲載してい

るところであります。今後におきましても引き続き

これらを行うとともに、状況に応じまして町内会長

等も含めて適宜判断し、周知をしてまいりますので、

ご理解いただければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇５番（安藤繁君） 〔登壇〕 目撃情報の周知で

ございますが、赤歌署と連携し、住民への注意喚起

やパトロールを実施、市のホームページやラインに

情報を掲載しているとのことであり、今後につきま

しては町内会長にも状況を適宜判断し、周知すると

の前向きな答弁をいただきました。町内会の代表と

して、統率者としての会長がいち早く熊の目撃情報

を認知し、地域の会員に注意を呼びかけ、安全の確

保ができるように情報の提供をよろしくお願い申し

上げたいと思います。これでこの件についての質問

を終了いたします。 

 続きまして、件名３、ごみの不法投棄や犯罪等の

防止対策について、項目１、ごみの不法投棄や犯罪

などの防止対策としての防犯カメラの設置につい

て、要旨１についてでありますが、この件につきま

しては令和３年の12月議会において私質問したとこ

ろであります。同年の６月の定例会でも同僚議員か

らごみの不法投棄と監視カメラについての質問があ

りました。同僚議員からは、多くの道路にごみの不

法投棄が見られ、地域の人たちも大変な迷惑をして

いる、赤歌署と赤平市連名の大型警告看板、私も見

ていますが、かなり大きな看板などを設置しており

ますが、無視され、新たなごみが周りに散乱してい

る、毎年不法投棄者とボランティアの皆さんのいた

ちごっこが続いており、特に桜木町と住吉墓地の区

間は地方紙にごみロードとやゆされている、ここは

道道なので、道路管理者との補助金を踏まえた協議

も必要ではないかと思う、特定地域に監視カメラを

設置し、効率よく解決すべきと考えるが、行政の考

えを伺うという質問がありました。この質問に対し

て市長は、カメラの設置に180万円がかかり、維持管

理やデータの管理を含めた対応が伴い、現段階では

難しい、桜木町と住吉墓地の区間は道路管理者の北

海道と対策について協議をしていくと答弁をしてお

ります。私の質問に対しては、第２回定例会後道路

管理者である北海道との協議の結果、設置目的や道

路管理における必要性から判断すると設置すること

は困難であるとの回答でありました。車両の通行の
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安全確保は、重要な目的でありますが、環境衛生の

確保、これも市民にとっては大変大事な目的の一つ

であります。回答の理由には腑に落ちない点もあり、

設置が困難であるという回答に本当に誠に残念な思

いをしたところであります。一方、道からは、景観

的な観点から不法投棄が多い道路の路肩部分に防草

シートを設置するなどの抑止対策を検討しているこ

とやパトロール中にごみを回収するなどの維持管理

をしていくという回答をいただき、現在シートも、

それからごみ拾いも一部実行されているということ

は一歩前進であると評価をしたいと思います。 

 ９月23日開催の三水会の席でございますが、赤歌

警察署長より赤平市は防犯カメラが少ない、管内で

も当市の設置数は少ないほうである、赤平奈井江線、

歌志内の入り口の道路の山手平和台通にごみのポイ

捨てが多いので、カメラでの抑止なども必要ではな

いか、また市内での行方不明者事案の発生時に動向

確認でも防犯カメラは力を発揮する、さらに例えば

みらいにはカメラがあるが、写る範囲や角度が入り

口を網羅できていないなどの話、指摘があったよう

であります。赤平市は、管内でも防犯カメラの設置

数が少ないほうであり、ごみの不法投棄抑止、行方

不明者の動向確認、さらには防犯対策等にカメラの

設置が必要とのこの話に私も非常に同感するところ

でございます。市長は、この話を受けて防犯カメラ

設置について今後どのように対処をしていくのか伺

いたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ごみの不法投棄や犯罪等の防

止対策として防犯カメラの設置についてでございま

すが、ごみの不法投棄対策として、さらに行方不明

者の動向を確認できるなど、そのほか多くの事件、

事故の解決に役立つものと思っております。このた

び管内においても設置数の少ない自治体であるとの

お話を受けたところでありますが、本市において管

理をしているカメラにつきましては市役所、市立病

院、交流センターみらい、ガイダンス施設、平岸コ

ミセン、赤平小学校、赤平中学校、美園町地下歩道、

茂尻跨線橋などに設置しているところであります。

また、赤平市の施設を利用して赤平防犯協会にて設

置をしているカメラにつきましては、消防の茂尻分

団、文京分団、フラワーヒルズのトイレなどにも設

置しているところであります。不法投棄対策として

住吉町に設置するのは高額であること、またパトロ

ールの強化について令和３年の定例会で答弁させて

いただいたところであります。いずれにいたしまし

ても、防犯カメラの設置は不法投棄や犯罪の抑止等

に効果があることは十分認識しておりますので、今

後も引き続き研究してまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 安藤議員。 

〇５番（安藤繁君） 〔登壇〕 前回の私の質問の

ときにも申し上げましたけれども、赤平市とほとん

ど規模が変わらない隣の芦別市は警察署の駐在所が

廃止された新城町ですか、に住民の不安を和らげた

り、事件や事故の抑止を目指しまして市内で16台目

の防犯カメラを設置したということでございます。

また、４週間ほど映像を上書きして記録ができまし

て、指針を定めて画像の適正な運営と管理をしてお

り、付近に防犯カメラ作動中、このステッカーを貼

り、抑止効果が非常に上がっているということでお

話ししました。さらに、防犯カメラの設置は、先ほ

ど来から申し上げておりますけれども、事故防止だ

けでなくて行方不明の捜査にも効果があるというこ

とでありまして、本当に赤平も認知症の方、知的障

がい者の方も非常に多くて意外と出て歩くというこ

とが昔からあります。こういった知的障がい者の保

護、場合によっては死に至る場合もあるわけでござ

いまして、こういったことにも大いに役立つのでは

ないかと思いますと申し上げたところであります。 

 答弁によりますと、当市内には市と防犯協会でも

結構な数の防犯カメラが設置されておりますけれど

も、今回の質問はほかでもございません、赤歌警察

署長のお話でございまして、このお話を受けまして

私一市民の立場としても非常に肩身が狭い感じがい

たしました。設置費用が高額ということも理解いた
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しますけれども、何とかならないものかという思い

が募っているところでございます。11月下旬に市内

を見て回りましたが、平班橋付近や共和町、これは

前回に比べまして非常にきれいになっておりました

けれども、やはり住吉町や住友平和台は相変わらず

ごみが散乱しております。このような話や実態を見

ると、赤平市は他市に比べて防犯意識や環境整備の

意識が希薄である、また人類共通の認識かつ理念で

あってほしい勧善懲悪、この姿勢を実現していこう

という善意な意欲が欠如しているとの誤解を招きか

ねない状況であると思います。市長がよく引き合い

に出す孔子もこのような行政の在り方をよしと評価

をしないのではないかというふうに推察するところ

でございます。防犯カメラの設置につき今後も前向

きに研究、検討していただくことを強く強く要望し

て、私の全ての質問を終了いたします。どうもあり

がとうございました。 

〇議長（竹村恵一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１０時３８分 休 憩） 

                       

（午前１０時５０分 再 開） 

〇議長（竹村恵一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序２、１、行政の機構改革について、２、

市職員の人材育成について、３、高齢者支援につい

て、議席番号６番、若山議員。 

〇６番（若山武信君） 〔登壇〕 議席番号６番、

若山武信です。通告に基づきまして、一般質問を行

いますので、答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 件名１、行政の機構改革について、項目１、効率

的な行政運営の構築について、要旨として機構改革

における部長制の復活についてであります。平成18

年の高尾市政時代にあかびら市立病院の累積した赤

字と空知産炭地域総合発展基金の北海道の意向によ

る一括償還のため、当市は財政破綻寸前の危機的な

状況にありました。財政破綻回避のために大きな犠

牲は免れず、部課長職を中心とした六十数名の職員

の早期退職と15％相当の賃金カット、部長制の廃止

なども含めた諸対策が施され、緊縮財政に努めた結

果、令和５年度現在当市の財政状況は厳しいながら

も正常な運営がなされていることと思っておりま

す。その詳細は、広報あかびら11月号に掲載されて

おり、市民からも理解されるところかと思われます。

しかし、今後当市の人口減少と同時に職員数も減少

し、各事業においてさらなる効率化が求められます。

ＡＩなどを伴うデジタル化は、国を挙げての政策問

題でありますが、地方においてはＡＩのみならず全

てに効率のよい行政運営の構築が求められることで

あります。令和５年11月１日現在本庁舎の職員は147

名、病院職員は90名、合計137名の市職員がおります。

そのうち課長職が18名でありますが、今後再編や統

廃合などを行い、人員が少ないながらも効率よく仕

事ができる仕組みが重要と考えます。市長は、以前

から行政の機構改革について述べられておりました

が、市長の考えている機構改革の構想や仕組みはど

のようなもので、その検討はどこまで進んでいるの

でしょうか、伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 機構改革と部長制の復活につ

いてでございますが、平成19年３月31日に部長制を

廃止し、当時のほとんどの部課長が退職してから10

年以上が経過しており、現在は18名の課長職の下、

市民に向き合いながら日々の行政活動に取り組んで

いるところであります。今現在行財政改革室におき

まして市民の利便性の向上を図りながらも、一方で

は人口減少に伴う組織のスリム化も避けては通れな

い課題でありますことから、慎重に検討を進めてい

るところであります。 

〇議長（竹村恵一君） 若山議員。 

〇６番（若山武信君） 〔登壇〕 機構改革につい

ては、現在慎重に検討を進めているとのことでござ

いますけれども、私はそのような構想の中に部長制

を復活させ、新しい枠組みの人員をさらに有効活用

することで今以上の人的効果が期待できるのではな

いかと思っております。部長制の廃止は、大きな合

理化の中で行われたものでありますが、部長制を少
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人数ながら復活させ、現在の課長職の中から少数の

人材を部長に昇格、任命し、責任あるリーダーシッ

プの下、新しい体制づくりができるのではと考えま

す。行政の機構改革の中で関連する部長制の復活に

ついて考え方があれば伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 部長制につきましては、現在

のところ北海道内で当市を含む夕張市と歌志内市の

３市におきまして導入しておりません。一方、町と

いえども人口の多いところでは音更町をはじめとし

て複数の町で部長制を導入しているところもござい

ます。機構改革につきましては、これまでにも答弁

申し上げておりますとおり課の統廃合など組織のス

リム化も検討事項の一つとなっております。いずれ

にいたしましても、ご指摘いただきました部長制も

含め、行財政改革室にて検討してまいりたいと考え

ております。 

〇議長（竹村恵一君） 若山議員。 

〇６番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

では、現在機構改革で課の統廃合、組織のスリム化

等も検討事項となっているとのことでありますが、

既に検討事項が決まっているのであれば、機構改革

の検討をもっと早くから効率的に進めるべきではな

かったことでありましょうか。かつては、部長職の

下に幾つかの課があり、部長が統括しておりました。

現在の私の考え方は、病院関係を除いて庁舎内にお

ける現課長職の担当する課そのままに集約し、関連

する担当課を仮に３ブロックに分類するならば、そ

の上に３名の部長職を置いて統括し、業務量の多い

課、少ない課の人員の調整や業務内容の得手不得手

の調整もしながら全体的に効率的行政運営を図るべ

きと考えます。効率的行政運営の責任者は副市長と

し、関連する課がなく単独の課については副市長直

属の配下としてよいのではと考えています。その上

で年ごとに段階的に整理、調整を行いながら財政事

情も考慮し、課長職兼務の部長制へと移行、最後は

課長制を廃止するという経緯をたどるのがよいので

はと私は考えています。ただいま部長制も含め検討

すると答弁にありましたが、市長が機構改革の検討

時期を早めてできるだけ早く行政運営に反映してい

ただけるなら、私の考え方は論外として結構でござ

います。改めて機構改革への考え方について伺いま

す。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 機構改革につきましては、私

の市政２期目における重要な施策の一つとなってお

りますことから、慎重かつ速やかに検討を進めてま

いりますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 若山議員。 

〇６番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

にて慎重かつ速やかに検討を進めていくということ

でございますので、市長のその思いを尊重し、理解

しながら今後の機構改革の検討状況を見ていきたい

と思います。 

 さきの11月に赤平市議会として議会報告会、意見

交換会がこの議場と東公民館にて開催され、お集ま

りの皆さんから数多くの意見が出されましたけれど

も、双方の会場から共通して行政と議会が一つにな

って市民のために頑張ってほしい旨の意見、要望が

ありました。また、行政が行っている住民懇談会で

の意見内容も議会が共有し、お互いに議論して市民

のために役立ててほしい旨の意見もありました。人

口減少に伴う当市の将来を案じての気持ちの表れか

と受け止めておりますが、行政の機構改革、市議会

の議会改革、今後の当市にとってどちらも大切なこ

とでありましょう。また、今後の行政運営において

互いに信頼し合える人間関係、そして互いに調和の

取れる人間関係、この構築も必要でありましょう。

機構改革の中でその論議も含め検討いただきますこ

とを要望し、この項での質問を終わります。 

 続きまして、件名２、市職員の人材育成について、

項目１、研修制度の充実についてであります。令和

元年度から５年度にかけて27名の職員が採用されて

おりますけれども、人材の育成には若いうちからの

人格形成や市職員としての自覚やマナーなどの教育

が必要かと思います。ここ数年コロナ対策による忙
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しさや職員数減により職務が多忙となり、十分な研

修が行われてこなかったことが危惧されますけれど

も、現在庁舎内の研修会や出張による研修会などど

のような形で、また何回ほど開催されてきたか伺い

ます。 

〇議長（竹村恵一君） 総務課長。 

〇総務課長（林伸樹君） 各種研修会の実施状況に

ついてでございますけれども、庁舎内の研修につき

ましてはコロナの感染防止対策のため集合した研修

というのは控えてきたところであります。そのよう

な中でも新採用職員研修につきましては毎年継続し

て行っており、令和元年度から５年度にかけての27

名につきましても法令や財政状況、事務処理などに

関する研修を実施しております。外部の団体等が主

催するものにつきましては、北海道市町村職員研修

センターの研修に一般の係職員から管理職まで多く

の職員に対し札幌での集合研修や最近では市役所内

で受講できるオンライン研修を受講させており、令

和４年度では出張で16名、オンラインで７名の計23

名、本年度は現在までで出張が14名、オンライン10

名の計24名が参加をしております。また、中空知広

域市町村圏組合では、滝川市内で若手や中堅の職員

を中心に仕事の心得やクレーム対応、メンタルヘル

スなどの集合研修を行っており、昨年度は11名、今

年度は16名が参加をしております。さらに、昨年度

は北海道市町村振興協会の道外研修にも参加し、１

名が福島県と宮城県の被災地で防災や復興事業に関

する研修に参加しております。コロナ禍ではありま

したが、多くの職員が幅広い研修を受講していると

ころでございます。 

〇議長（竹村恵一君） 若山議員。 

〇６番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいま詳しく

ご説明いただきました。コロナ禍ではありましたけ

れども、オンラインなどを駆使しながら研修への取

組がされてきたことに理解するとともに、厳しい状

況下で研修に参加された職員の方々は大変ご苦労さ

までした。 

 研修内容についてでありますけれども、本来であ

りますと市庁舎内において新採用職員の研修に始ま

り、一般係職員研修、係長、主幹等の中堅職員研修、

課長等には管理職員研修など役職ごとの定期的な研

修が理想であり、開催ごとに市民へのサービス向上

や公務員倫理の再認識による諸犯罪防止を訴えるこ

と等があるべき姿ではと考えております。また、資

質やスキルアップについての研修項目として、その

１として地域に対する熱意や行政への関心、２つ目

には地域住民に対する奉仕の心、３つ目には住民と

接するためのコミュニケーション、そして４つ目に

は定期的な人事異動に適応できる柔軟な対応力、こ

れらなどの項目が必要とされますが、当市における

研修制度では現在どのような内容にて取り組まれて

いるのか伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 総務課長。 

〇総務課長（林伸樹君） 各階層における研修につ

いてどのような内容に取り組んでいるのかというこ

とについてでございますけれども、新採用職員につ

きましては市役所での新採用職員研修において公共

施設や炭鉱遺産のみならず市内の企業を見学するな

ど市内の歴史や産業に触れ、地域への関心を深める

よう取り組んでおります。また、新採用職員は、中

空知広域市町村圏組合の接遇研修を受講することと

しており、近隣市町の職員と交流しながら社会人と

してのマナーについて学んでおります。また、係長、

主幹、課長に昇格した際は、北海道市町村職員研修

センターのそれぞれの役職における管理者研修を受

講することとしており、その中でリーダーシップや

コミュニケーション、公務員倫理に関する研修を受

けております。さらに、若手、中堅の職員を中心に

地方自治法等に関する研修や条例等の実務、コンプ

ライアンス、窓口対応などといった研修の受講を促

しており、スキルアップを図っているところでござ

います。 

〇議長（竹村恵一君） 若山議員。 

〇６番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で各階層においてきちんと研修が実施されているこ

とに理解するところでございます。それぞれに自分
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の役職に対する知識だけでなく、部下を指導する自

覚も必要であります。また、現在の世代交代の中で

一般企業のみならず自治体においても各種課題が発

生しているかと思われておりますが、連携を保つた

めにも自治体関係組織だけではなく民間企業との合

同研修なども必要となってくると思われますが、考

え方や過去においての実績などについて伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 総務課長。 

〇総務課長（林伸樹君） 民間との合同研修につい

てでございますが、しばらくコロナ禍にあっては民

間との研修を見送っておりましたけれども、令和４

年度から市内青年団体の研修事業への職員参加を再

開しております。現在２名の職員が参加し、青年層

の市民と交流しながら社会貢献活動やまちづくりな

どについて研さんを深めております。また、産企協

による産業振興人財育成事業研修にも職員が参加を

しており、こちらは以前は市内の民間企業で働く若

手職員の研修の場というものでありましたが、市役

所の職員にも声かけをし、現在１名が参加をしてお

ります。こちらは、市内民間企業の若手職員と交流

を図りながら、高校生対象の就職説明会や産業フェ

スティバルなどでの活動を通じて社会人としての在

り方やまちづくりについての研さんを深めておりま

す。いずれも市内の民間企業の人たちと横のつなが

りができるだけでなく、地域の中で主体的に活動す

るリーダーシップや奉仕の心、コミュニケーション

能力を育まれる研修と捉えており、職員のスキルア

ップに期待しているものでございます。 

〇議長（竹村恵一君） 若山議員。 

〇６番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

にて各研修がきちんと取り組まれているということ

について安心いたしました。特にメンタルヘルスに

ついての研修については、重要であります。職員皆

さんの心身の健康なくして市民サービスの向上はあ

り得ません。優秀な職員は、当市にとっての大きな

財産であります。これからの当市は、人口減少とと

もに職員数も減少せざるを得ません。全ての職員が

有能で効率よく職務を遂行するために研修制度の充

実は重要であり、将来への人材活用に、またこれか

らのまちづくりに大いに役立つことでしょう。当市

の人材バンクと言われる当市役所の職員皆さんを中

心とし、工業、商業、農業、これらが一体となって

知恵を出し合い、新たなまちづくりに取り組んでい

ただけることを切に願い、この項の質問を終わりま

す。 

 続きまして、件名３、高齢者支援について、項目

１、エアコン設置費助成についてであります。今年

の夏は、猛暑にて日本列島全体が30度を超える熱帯

夜が１か月を超えておりました。熱中症対策なども

市職員それぞれの立場で行われていたことが後で聞

こえてまいりました。対処、対応された関係者皆様

には本当にご苦労さまでした。一般市民も含めた高

齢者、特に後期高齢者からはこの異常な暑さにあち

こちから悲鳴が上がっておりました。特にエアコン

がない家庭では、この暑さから逃げられなかったわ

けでありまして、高齢者や持病を持っている人、ま

た障がい者や健康状態が優れない人には大変な状況

下での生活環境であったかとうかがっております。

最近までは、北海道の各家庭においてエアコン普及

が少なく、今年の猛暑でかなり設置者が増えたかに

聞いておりますが、来年に向けての取付け、設置工

事が秋頃まで行われていたということも聞こえてお

ります。エアコン設置は、価格や取付け料金も含め

高価なもので、非課税世帯においてその方々は購入

することができなかった家庭が多いと聞いておりま

す。今年のような猛暑が今後毎年のように続くとし

たら、非課税の高齢者世帯にとっては生死に係る問

題であります。助成金額は後として、助成制度への

考え方について伺いたいと思います。いかがでしょ

うか。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 初めに、本市における熱中症

予防対策について申し上げたいと思います。 

 今年は、熱中症警戒アラートが発令されるなど道

内においても記録的猛暑が続いており、熱中症は屋

外だけでなく室内でも発症し、場合によっては命に
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関わることから、適切な熱中症予防対策が必要とさ

れております。そのため、広報あかびら７月号にお

いて小まめな水分補給や室内を涼しくすることと併

せて熱中症の応急処置についても周知したところで

あります。また、熱中症警戒アラートが発令された

際には、防災行政無線、市の公式ライン、市ホーム

ページでの周知、さらに健康づくり推進係では市の

広報車にて注意喚起をしながら市民への熱中症予防

に努めたところであります。特に高齢者については、

暑さを感じにくいなどの特徴があり、エアコンが設

置されていても使用せず、自覚がないまま熱中症に

なる危険性があることから、保健師あるいはホーム

ヘルパーやケアマネジャーが通いの場で注意喚起に

努めたところでございます。また、経済的理由によ

りエアコンの購入が困難な低所得の高齢者世帯など

につきましては、無利子または低利子で利用可能な

社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度もご利用い

ただけるものと考えております。 

 さて、高齢者世帯へのエアコン設置に対する助成

制度の考え方についてでございますが、助成制度を

創設するには財源など様々な課題整理も必要となり

ますことから、議員がおっしゃられていることも踏

まえ、今後検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 若山議員。 

〇６番（若山武信君） 〔登壇〕 最後に財源の話

が出てまいりました。私は、助成制度の財源として

あえてあかびらガンバレ応援基金を指定してお願い

したいと思います。公共の政策には、基本的に税金

を使用しますが、ガンバレ応援基金は個人からの支

援基金であります。直接市民生活に役立てるべき性

格が強いのではと考えます。当市人口の半数弱の高

齢者が猛暑からの避難的健康維持対策等に活用でき

ることは、大変ありがたいことであります。エアコ

ンは、10万円から20万円を超える高価なものもあり、

設置希望世帯数により総額が高額になることも予測

されますが、あかびらガンバレ応援基金で何とか対

応していただければと思っております。申請世帯数

が増えるほどにこの基金の有効活用の意義が評価さ

れると私は考えております。取付け施工に当たって

は、当市の販売業者、施工業者を最優先するべきで

あり、助成金額や優先順位等は制度設計において具

体的に検討していただけることと思います。購入金

額への助成については、答弁にあるように社会福祉

協議会の生活福祉資金貸付制度、その利用も私の考

えにあったわけでありますけれども、むしろ市から

の助成金額で対応し、不足する世帯に貸付金制度を

利用してもらう考えのほうが購入しやすいのではな

いでしょうか。お互いに得策ではと考えております。

当市の高齢者は、人口の半数弱です。もう少し前向

きに生きていけるように行政が手を差し伸べること

が必要ではないでしょうか。来年１月に支給予定の

福祉灯油も寒さから命を守るために必要不可欠な判

断であります。本当に市民の皆さんはこのことに喜

んでいるわけです。今年のような猛暑が今後も続く

としたら、夏の健康保持対策も同様に必要でありま

す。特に非課税の後期高齢者や特定等級の障がい者、

加えてひとり親世帯への財政的支援の配慮も必要不

可欠であります。 

 財源確保についてでありますけれども、赤平には

コロナ禍が終わり、観光業が復帰いたしますとあか

びらガンバレ応援基金が増える要素があるわけであ

りまして、応援基金が旧産炭地の高齢者を救済した

という実績を感謝とお礼の言葉として道内外にＰＲ

し、現在発信している情報量をさらに増やすなどし

てこの対策の充実を図ることで少しは期待が持てる

のではないかと私は思っております。損して得取れ

という言葉がありますけれども、得を取るのか得す

るのか、対策次第では両方が得られるかもしれませ

ん。社会福祉協議会への業務委託の可能性も含めて

のこのような提案ですが、検討いただければと思い

ます。再度市長の考え方を伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ここのところの夏は、北海道

でも猛暑に見舞われ、高齢者も含め市民の皆様には

大変な状況だったというふうに思っております。若

山議員ご指摘のとおり、この暑い夏を乗り切るため
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には行政が手を差し伸べることも重要なことである

と認識しております。エアコン設置費用を考えます

と、１件当たりの助成を考えてもかなりの額となる

ことが予想されます。若山議員から財源を含めたご

提案をいただきましたけれども、今後様々な方向か

ら検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 若山議員。 

〇６番（若山武信君） 〔登壇〕 この質問は、暮

らしに身近な支援として住んでいてよかったという

まちづくりの一環でもあります。また、ただいま財

源のお話も出てきました。福祉灯油への助成金額、

今２万円です。この助成金額程度プラス貸付金、こ

れは以前から３万円というふうになっております

が、自分の自腹を切った部分、そして助成金額プラ

ス貸付金、これを利用しての提案でございます。行

政と市民が一体としての生活環境改善策ということ

になるわけです。市民の方も必ず負担がかかるとは

思っておりますが、このことをぜひお願いしたいと

思っております。赤平市民憲章のトップにいたわり

と笑顔をまちに広めましょうという一章がございま

すけれども、高齢者へのこの上ないいたわりは何よ

りであり、生きる喜びにつながります。そしてまた、

笑顔につながっていきます。コロナに打ちひしがれ、

猛暑による切ない高齢者の顔をぜひ笑顔に変えてい

ただきたいと思っております。 

 また、タイミングよく昨日の新聞報道に道南の上

ノ国町では町内全戸数2,352世帯、これにエアコンの

設置が議会として決まったそうであります。恐らく

今後道内あちこちで取り組まれることと、このこと

も想定されますが、今後のことも視野に入れ、ご検

討いただきますことを要望し、この項の質問を終わ

ります。 

 続きまして、項目２、特殊詐欺被害等防止機器購

入費助成についてであります。最近高齢者を中心と

した特殊詐欺被害、また裕福者をターゲットとした

投資詐欺被害が増えており、毎日のように新聞、テ

レビでの報道が目に入ってまいります。高齢者の判

断能力の低下を見越して老後の貴重な蓄えを奪って

いくことは、全く許し難い行為であります。従来か

ら当市でも警察署や消費者協会を中心とした各種団

体が特殊詐欺防止キャンペーンを展開しており、現

在道警では＃9110への電話相談を呼びかけておりま

す。当市でもコンビニで実際の詐欺被害が店員さん

のとっさの判断で未然に防止され、警察署長表彰も

行われている事例もございます。このような中でＮ

ＴＴ東日本から考える特殊詐欺対策という命題で開

発された新商品が紹介されております。ここに私も

パンフレットを持っておりますけれども、この内容

につきましては特殊アダプターを顧客宅に設置し、

通話データをリアルタイムにてインターネットへア

ップロードし、ＡＩを利用してクラウドで解析、そ

して特殊詐欺の疑いがある場合には本人及び親族等

にアラームを送り、注意喚起することで被害を抑止

すると、そのような仕組みとなっており、機能的に

は私が見聞きしている部分では一番優れているわけ

であります。現在来年３月までは無料貸出しとして

おりますが、製品購入時には若干の費用がかかりま

す。お年寄りの財産を守るため、特殊詐欺対策に当

市として一部助成の制度設計が必要と考えますが、

市長の考え方を伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 特殊詐欺被害等防止機器購入

の助成についてでございますが、まず初めに架空料

金請求詐欺等の特殊詐欺の被害状況につきましては

令和４年中北海道内で認知件数308件、被害総額は約

12億4,000万円となっており、前年と比較しますと

168件の増、６億4,000万円の増加となり、ますます

増加傾向にあるようでございます。赤平市内におき

ましては、令和５年での実害はありませんでしたけ

れども、特殊詐欺被害に発展するおそれのある電話

やメールなどの予兆事案を複数認知しており、予断

を許さない状況とのことであります。特殊詐欺につ

きましては、オレオレ詐欺や架空請求詐欺、還付金

詐欺など多岐にわたり、その手口も年々巧妙になっ

てきており、高齢者被害の割合が高いようでござい

ますけれども、架空料金請求詐欺については年齢に
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関係なく発生しているようでございます。本市にお

きまして、消費者協会では協会だよりなどによる啓

発活動、赤歌警察署においては高齢者宅の戸別訪問

や各地区に出向き、呼びかけるなど被害に遭わない

ための啓発活動に努められており、感謝を申し上げ

るところでございます。 

 被害に遭わないためには、ふだんから知識をつけ

ることや近所の人との情報交換、相談相手、相談先

を決めておき、何よりも犯人と電話で話さないこと

が被害防止対策となります。特殊詐欺のほとんどは、

突然の電話から始まることから、在宅時であっても

常に留守番電話に設定し、電話の相手を確認するこ

とが被害防止に極めて有効であると言われておりま

す。また、議員ご指摘の電話防犯機器につきまして

も効果があるものと考えております。現在赤平防犯

協会では、呼出し音の前にこの通話は防犯のために

録音されますとのメッセージが流れる電話機を無料

で貸出ししており、18台設置されているところでご

ざいますけれども、現在の在庫はないというふうに

伺っております。しかしながら、今後ますます増え

ることが予想される特殊詐欺対策としてそのニーズ

が高まることも考えられると思います。議員ご提案

の特殊詐欺被害等防止機器購入の助成ということで

ございますが、赤歌警察署や防犯協会とも現状、ニ

ーズ等も確認し、協議をさせていただき、どのよう

な対策が効果的なのか、助成も含め検討してまいり

たいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 若山議員。 

〇６番（若山武信君） 〔登壇〕 特殊詐欺被害は、

前段でのお話のとおり当市にても実際に起こり得る

話であります。詐欺被害防止のためには、周囲の見

守りも必要でありますが、自己防衛を強化しなけれ

ば財産は守り切れないのではと考えます。ただいま

の答弁に特殊詐欺被害等防止機器購入の助成に対

し、赤歌警察署や防犯協会に現状、ニーズなども確

認、協議し、対策や効果、助成も含め検討する旨の

前向きな答弁がなされましたので、私なりに理解す

るところでございます。 

 また、ただいまの答弁に防犯協会で貸し出されて

いるメッセージが流れる無料電話機の貸出し、これ

は18台とありましたが、まだまだ需要が見込まれる

のではと思いますので、赤平防犯協会と協議してい

ただくことをお願いいたしまして、市民生活の安全、

安心が第一ですので、より前向きな検討となること

を要望して、この質問を終わります。 

 以上をもちまして私の一般質問の全てを終了いた

します。適切な答弁ありがとうございました。 

〇議長（竹村恵一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１１時３０分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（竹村恵一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序３、１、公共交通について、２、水道事

業について、３、高齢者支援について、４、地域お

こし協力隊について、５、炭鉱遺産ガイダンス施設

について、６、市立病院について、７、遊休公共施

設について、８、本町商店街の火災について、議席

番号１番、木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 議席番号１番の木

村恵です。答弁よろしくお願いいたします。 

 件名の１、公共交通について、項目の１、乗合タ

クシーについて、要旨の１です。来年の３月末まで

試験運行されている乗合タクシーについて、住民懇

談会や議会報告会などでも市民から様々な意見と要

望が出されております。具体的には、連絡施設の追

加、増便、事前予約の時間等の緩和、そういったこ

とをして快適に利用できるようといった声が多くな

ってきていると思います。現在の連絡施設は、市役

所をはじめ４施設、市内を東と西の２つの地区に分

けてそれぞれ奇数日、偶数日に５往復、予約は前日

までとなっております。こういった声を受け、でき

る改善は行っていく必要があると私は考えますが、

他方で12月からは中央バスの土日減便も始まり、こ

ちらの存続についてもしっかりと取り組んでいかな

ければならないと思います。人口減少、高齢化が進
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む中、公共交通を守る取組は極めて重要になってき

ており、市民の関心も大変高いものとなっています。

来年度の本格実施に向け、検討状況はどうなってい

るのかお伺いします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 乗合タクシーについてでござ

いますが、制度上実証運行は３年までとされており

まして、令和３年度からの実証運行が今年度で終了

するため、来年令和６年度からの本格運行を目指し

ているところでございます。本年12月19日には、法

定協議会でもある赤平市地域公共交通活性化協議会

の分科会を開催し、ご要望につきましても協議して

いく予定でございます。本格運行につきましては、

実証運行と同様北海道運輸局の許可が必要でござい

ますが、申請から許可決定までに２か月程度を要す

ることから、早めの開催とさせていただきました。

乗合タクシーは、ＪＲや中央バスなど既存の公共交

通を補完するものでありますが、市内のタクシー会

社１社による対応となっていることから、その事業

者の負担なども配慮していかなければ継続していく

ことが困難でございます。令和６年度の乗合タクシ

ー本格運行につきましては、こうした事情も考慮し

ながら赤平市地域公共交通活性化協議会での検討、

協議を進めてまいりますので、ご理解いただければ

と思います。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 12月19日に公共交

通活性化協議会の分科会を開いて要望等協議してい

くということが確認できました。ぜひ柔軟な対応を

お願いしたいというふうに思いますが、答弁で今市

内タクシー会社１社で行っていることから、事業者

負担などにも考慮していかなければならないという

ことが述べられたと思います。この部分が連絡所の

増設、あるいは便数増ですとか、予約の緩和などが

難しいと言われる要因の一つではないかというふう

にも感じるのです。できるだけ前向きに協議をして

いっていただきたいと思います。議論の経過も含め

て市民に対して周知しっかりしていただきたいと思

いますが、この点についてのお考えを伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 議員ご指摘のとおり、利用者

それぞれのご要望と事業者の負担との調整を図りな

がら継続可能な事業内容を決定していくのは難しい

面もございますが、実情を丁寧に伝えさせていただ

きながら協議会での検討を進めてまいりたいと考え

ております。また、議論の経過も含め、乗合タクシ

ーを広報あかびらやホームページなどで引き続き周

知してまいりますので、ご理解いただければと思い

ます。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 しっかり周知して

いっていただきたいというふうに思います。 

 先ほどの答弁ですけれども、乗合タクシーはいわ

ゆるＪＲですとか中央バス、こういったものの既存

の公共交通を補完するものだということがありまし

た。私もそのとおりだと思うのです。10月18日の行

政常任委員会で中央バスの土日の減便、この報告と

併せて今後は平日の便数は維持していきたい、その

ために今後の負担金の考え方などについての報告が

ありました。乗合タクシーの利便性の向上というの

も確かに必要だというふうに思うのですが、それが

過ぎると補完するものではなく、逆に中央バスとか

の平日減便を早めるというか、促してしまうおそれ

もあるのかもしれないと。やはり中央バスも利用し

ていっていただかなければならないというふうに考

えます。だから、11月の広報あかびらでは「乗って

守ろう！公共交通」、こう題してＪＲ、中央バス、

そして乗合タクシーの利用促進を図っているのだろ

うというふうに思うのです。そういったところも含

め、要望に対して丁寧に説明していく必要があるの

ではないでしょうか。 

 さて、先ほど運輸局の許可まで２か月程度という

ことがありました。早めに取り組んでいるというこ

とでしたが、このスケジュールでいくと来年度は年

度初めの４月から実施できるということかお伺いし

ます。 
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〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 来年度の乗合タクシー開始時

期についてでございますが、日常的に利用されてい

る方たちの利便性を考慮し、令和６年４月１日とす

ることを想定しております。様々な課題につきまし

て協議会でご議論いただく時間も必要となります

し、そこでの決定をいただいた上での許可申請とな

ります。また、申請後は北海道運輸局による審査も

ございますので、確定してはおりませんけれども、

可能な限り間を空けないよう準備を進めてまいりま

すので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 ４月１日にという

ことは確認が取れました。現時点では、乗合タクシ

ーというのは不便で利用できないという声がまだま

だ聞かれている状況かと思うのですが、それでもや

はり登録して利用していただかないと乗合タクシー

自体も存続が危ぶまれるのではないかというふうに

も思うのです。先ほども言いましたＪＲも中央バス

もそうです。例えば商店とか飲食店もそうですけれ

ども、利用されないとなくなってしまうと。なくな

ってから困るということになるのだろうと思うので

す。仮に様々な努力をしても中央バスの意向で平日

減便になってしまった、あるいは廃止になってしま

った、そういった状況になれば当然乗合タクシーの

拡充というのは必要になってくると思います。現時

点では中央バス、ＪＲも利用していただき、通常の

市内のタクシーも同様ですが、そういったものを使

っていただきながら乗合タクシーもしっかり利用し

ていただきたいというふうに思います。もちろん登

録、利用が増えてくれば、また改善の余地なども生

まれてくると思いますので、先ほど言ったように意

見、要望、応えられないものには何かしら理由があ

りますので、一人一人の要望を細かくしっかりと対

応して丁寧に説明をしていく必要あるのだろうと思

います。何かとまだ不便かもしれませんけれども、

ぜひ利用していただけるよう丁寧に説明しながら利

用促進図っていっていただきたいというふうに思い

ます。この質問は終わります。 

 次の質問に移ります。件名の２、水道事業につい

て、項目の１、水道事業戦略について、要旨の１で

す。水道事業戦略において、主に施設の更新と管路

の整備、必要な委託費等を算出した上で事業の普及

状況と施設の老朽化状況、経営状況等を踏まえて水

道施設等を計画的に更新するには水道料金の値上げ

が必要となった、しかし一般会計からの繰入金を投

入することで大幅な値上げとならないようにする

と、そういった計画になっております。さらに、計

画では、水道料金の値上げ幅について急激な値上げ

とならないよう値上げ幅を9.5％とし、隔年で段階的

に行っていくということが示されておりました。令

和５年度から値上げとなる予定でしたが、令和５年

度は値上げを行っておりません。理由としては、施

設整備事業、上乗せ分等が進んでいないのではない

かと私は思いますが、来年度以降についてどのよう

な状況にあるのかお伺いしたいと思います。来年度

予算編成も迫ってきており、現時点で提案もありま

せん。計画を見直す必要も出てくるのではないかと

思いますが、考えを伺います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 料金改定の見通しと計画の見

直しの必要性についてでございますが、令和２年度

に水道事業会計が将来にわたって安定的に事業を継

続するための基本計画となる経営戦略をアセットマ

ネジメントに基づいて設定し、水道施設等を計画的

に更新するためには水道料金の値上げが必要とな

り、一般会計からの繰入金を投入することで大幅な

値上げとならない計画としたところであります。計

画では、令和５年度からの料金改定の予定でありま

したが、コロナ禍の影響と物価高騰も重なり、市民

生活への負担を考え、結果として料金改定までには

至っていない状況であります。次期の料金改定につ

きましては、依然として物価高騰が続いている状況

なので、令和６年度に再検討を行い、令和７年度の

値上げを検討してまいりたいと考えております。経

営戦略につきましては、令和７年度末までに全ての
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自治体において見直しを求められているところであ

ります。本市といたしましては、令和７年度中に見

直しを行ってまいりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 令和６年度に再検

討を行って、令和７年度値上げを検討していくとい

うことなのです。コロナ禍の影響、物価高騰も重な

ったことから、市民負担考えて料金を改定しなかっ

たということでした。結果、料金収入増えていない

ということになりますので、実態としては現計画に

合った事業というものは進んでいないのだろうとい

うことになると思うのです。料金改定、計画上では

値上げとなりますけれども、それをしなかったと、

いわゆる据え置いたということは、これは市民の不

利益にはなるものではないと。そのため報告する必

要はないのかもしれませんが、水道事業戦略という

のは行政常任委員会にも報告されているものであ

り、実質もう既に計画変更ということに当たるので

はないかというふうに思うのです。そうであれば、

議会への報告はすべきことだったのではないかと私

は思いますが、この点についての考えはどうですか。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 料金改定に関する議会への報

告についてでございますが、料金改定を行わなかっ

たということもありまして、改めて議会への報告は

しておりませんでしたが、今後におきましても経営

戦略の見直しや料金改定を行う際には議会へ報告し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 今後については、

報告あるのは当然だというふうに思うのです、変わ

るわけですから。今の答弁ですと、改定していない

ものは、要は据え置いているので、報告しなくても

いいというような認識なのではないかという印象を

受けるわけです。私たち議会も決して市民不利益に

なることを積極的に指摘してなぜやらないのだとい

うことはしないわけで、しかし委員会に報告されて

いる計画である以上、変更したのであればそのまま

にして指摘されるまで報告しないというのはいかが

なものかというふうに私は思います。物価高騰等を

考慮して値上げをしないということであれば、そう

いう報告があってしかるべきかなと。そういった点

については、反省されてしかるべき内容ではないか

と私は個人的には思っております。 

 令和６年度に再検討を行って、令和７年度に値上

げを検討していくということ先ほどありました。当

初の計画では、令和７年度というのは５年度から始

まって隔年ですので、２段階目の値上げということ

になります。先ほど言ったように、大幅な値上げと

ならないよう一般会計からの繰入れも行いながらで

はあるが、いわゆる激変緩和措置を取っていくとい

うことだったと思うのです。これ２年計画実質押し

たことになりますので、必要な整備事業の総量とい

うのですか、そういったものは変わっていないので、

それを先送りしてしまう結果にもつながると。そう

なると、値上げ幅が現計画より大きくなるのではな

いかという懸念もありますが、その点についてはど

うでしょうか、お伺いします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ２か年分の大幅な値上げとな

るのではないかというご指摘でございますが、料金

改定の計画としては令和５年度、令和７年度と値上

げを予定しておりましたが、２か年分をまとめて引

き上げるとなると市民の負担も大きいものと考えて

おります。そのようなことからも令和６年度に再検

討を行い、料金改定作業を進めてまいりますが、物

価高騰など情勢の変化も踏まえ、慎重に判断してま

いりたいと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 ２か年分一遍だと

やっぱり負担が大きいという認識はあるということ

が確認できたと思います。そうならないでほしいな

というふうに思うのです。慎重に判断されていくと

いうことなのですが、私決して早く値上げをしてほ

しいといった趣旨で当然指摘しているわけではない

のですが、値上げしないと将来的に水道事業会計も
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財政的に厳しくなっていくという結論が出た上で計

画が出されたと、そういう結論が出た以上はいつま

でも先送りできないのではないかというふうに思っ

ているのです。物価高騰が続けば、ずっと改定しな

くてもいいということに今の感じだとなるのかなと

も思うのですけれども、本当にそれだと将来的に大

丈夫なのかというふうに不安がある。もちろん値上

げ幅はできるだけ小さくなるようないろいろな方法

考えたり、低所得世帯に対して何かできることはな

いか、そういったものも含めていろいろ考えていく

必要があるのではないかと思うのです。その先の単

独で水道事業続けるのか、広域化につながるのかな

ども含めて計画しっかりつくって可能性も含めて再

検討をしていっていただきたいなというふうに思い

ます。令和６年度しかるべき時期に報告と提案、こ

ういったものを行っていただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。件名の３です。高齢者支援

について、項目の１、除雪支援について、要旨の１

です。高齢者世帯等除雪費助成事業の登録申請が11

月１日から始まっております。高齢者、障がい者、

要介護、ひとり親などの自力での除雪が困難な世帯

に対して業者等へ依頼した除雪費の一部を助成する

という事業で、平成25年から今年で10年目というこ

とになります。社会福祉協議会への委託事業として、

この間対象者の緩和等改善しながら取り組まれてき

たものですが、今年度の申請書には申請者の押印欄

がなく、問合せがあったというふうに聞いておりま

す。昨年度から行政手続の押印の見直しに関連した

条例が施行されており、私は本人確認としての申請

者の押印不要ではないかと思いますが、どのような

対応となったのかお伺いします。 

〇議長（竹村恵一君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（高橋脩君） それでは、私のほう

からお答えさせていただきたいと思います。 

 高齢者世帯等除雪費助成事業における登録申請の

対応についてでございますけれども、広報あかびら

11月号に折り込みしたものに申請者の丸印欄が印刷

されておりませんでした。そこで、事業委託してお

ります社会福祉協議会では、対象世帯の可否を確認

いただく町内会長と民生委員、児童委員の方々に対

しまして丸印表示がされていませんが、印を押して

くださいとのおわびとお願いの文書を送付いたしま

してご理解とご協力を求めたところでございます。

また、既に押印なしで社会福祉協議会に来られまし

た方々に対しまして、社会福祉協議会では申請者の

お宅へ訪問いたしまして対応しているところでござ

います。今のところ特にトラブルなどは発生してい

ないということでございますけれども、この間申請

者はもとより、町内会長様や民生委員、児童委員の

皆様に対しまして多大な混乱を招いてしまったこ

と、また町内会長の中には押印されていない申請者

への説明や押印の協力につきまして多大なご足労い

ただいたものと伺ってございます。社会福祉課とい

たしましても今後このことがないように努めてまい

りたいと考えております。 

 また、今言われました申請者における押印不要の

件につきましては、申請者の利便性を図る観点から

も次年度、来年度に向けて検討してまいりたいと考

えているところでございます。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 申請書の作成時に

忘れていたのですね、多分。なかったと。委託先の

社会福祉協議会のほうで今答弁にあったような感じ

で適切に対応されたのだということは確認できたと

思います。押印不要の件についても来年度に向けて

社会福祉課では検討していきたいということも言っ

ていただきました。内閣府の地方公共団体における

押印見直しマニュアルというものがありますが、そ

れを見てもなのですが、町内会長さんや民生委員さ

んの印鑑というのは確認ということで必要なのかな

と。申請書１枚に２人以上の人間が携わるものでも

ありますし、そこは理解できるのですが、本人の確

認というのは手法は様々あるということで書かれて

おりまして、例えば対面で持ってきたものに関して

は押印は不要ではないかというふうに私は読めると
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思うのです。私道の除雪に関する申請などについて

も現状変更ない場合は、変更なしでよいというふう

に今改善されているということ聞いております。こ

ちらのほうについても簡素化できるところあるので

はないかというふうに思うのです。町内会長さんや

民生委員の方々、本当に大変ご苦労おかけしており

ますので、負担軽減にもつながるかと思います。ぜ

ひそういったところしっかり来年度に向けて検討し

ていっていただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。同じ項目の要旨の２になり

ます。助成事業のお知らせでは、登録申請が可とな

った方に必要書類を送付し、３月末日までに除雪費

支払い後の領収書原本を添付して申請書を提出して

もらうと、助成金額決定後に決定通知を送付後１か

月以内に交付するというふうに書かれております。

利用者の方の中には、低年金で最初に支払う除雪費

が大変だという声もあります。１世帯上限２万円の

助成ですけれども、支払った除雪費の２分の１とい

うことです。例えば４万円を12月の年金でお支払い

をして除雪をお願いすると、領収書を添えて交付申

請書を提出、助成金額は半額で２万円と決定、その

後１か月以内の交付という流れになると思うのです

が、この場合早くてもやはり２月頃になってしまう

のではないかなというふうに思うのです。12月の年

金で２か月生活するということになりますし、やは

り最初に多く支出するというのは生活に負担がかか

ると、そういう声もあるわけです。 

 そこで、このケースでいえばですが、申請者の方

は４万円で除雪を依頼するのですが、２万円を払っ

て依頼すると、残り半額助成になるだろうというこ

とで、その助成される２万円は除雪を請け負う側に

助成額決定後交付すると、いわゆる請け負う側も４

万円で請け負いますということを確約して、そうい

うことをできないのかと。そうすると、申請者の方

の生活も助かるのかもしれません。こういった方法

は取れないのかお伺いをします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 高齢者世帯等除雪費助成事業

についてでございますが、本事業の助成は対象世帯

が支払った費用の２分の１で、２万円を上限として

いるものであります。このため、支払った費用を確

認するため領収書の提出を求めているところでござ

いますし、支払った費用を確認しなければ助成額も

決定できない取扱いとなっております。 

 そこで、ご提案の除雪を請け負う側に助成額を直

接支払いとし、対象世帯はその差額を支払う方法は

取れないかということでございますが、２万円の上

限額で補助率が２分の１としておりますので、仮に

ですけれども、４万円を下回った場合、先に２万円

を請負業者に支払ったと仮定しますと、返還を求め

なければならなくなることも発生してまいります。

また、本事業は、あくまでも対象世帯が支払われた

証明をいただいた上で助成する制度としております

ので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 あくまでも対象世

帯への半額助成で、上限が２万円という制度なのだ

ということなのです。また、領収書という証明がな

い場合は、請負業者さんが幾ら申告をしても確証が

ないと、下回る可能性もやっぱり否定できないと、

そうなると返還が生じるという説明だったと思うの

です。確かにそういうことも起こり得るだろうと。

さらに言えば、返還となると新たな手続も生じてし

まうということだと思うのです。この方法は、なか

なか難しいということは理解したいというふうに思

います。 

 お知らせに書かれてある助成金の交付、１世帯１

回となっているのです。例えば分割で除雪を依頼し

た場合に領収書が分かれますけれども、一回一回申

請してしまうと１回分しかもらえないということに

なるので、例えば12月に２万円、２月に２万円、合

わせて４万円このシーズン、冬に除雪を依頼したと、

そして２月にその領収書２枚を添付して申請をした

場合は４万円で申請したものと同じ扱いになるの

か、そういった申請をすることは可能なのか伺いた

いと思います。 
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〇議長（竹村恵一君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（高橋脩君） それについては、可

能でございます。理由といたしましては、本事業は

あくまでも対象世帯が支払われた合計額を確認する

ものでございまして、特に支払い回数につきまして

は求めていないということでございますので、可能

であるということでございます。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 確認取れました。

対象世帯への助成だということと、世帯１軒につき

１回だということと、領収書という確認が取れるも

のがあればできるということだと思います。だから、

分割で支払ってもまとめて領収書を添付すれば、そ

れは可能だということ、そうすると一遍に最初に支

払わなくてもいいのだろうなというふうには思うの

です。ただ、請け負う側には今度多少負担があった

りとか、請け負う側の方もちょっと大変になるのか

と思うのですけれども、申請者の方と請け負う側の

方で話合いによってはそういうこともできるという

ことは確認できたと思います。今年度に関しては、

非課税世帯に福祉灯油として２万円分、昨年の１万

5,000円から増額してまごころ商品券の支援等もあ

りますので、今の内容で理解したいというふうに思

います。あえて言えば、助成額決定から交付までの

期間を縮めたりとか、できることはないかというこ

ともしっかり検討していただいて、いわゆる低年金

の世帯への配慮をしっかりと取り組んでいっていた

だきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。件名の４、地域おこし協力

隊について、項目の１、制度の活用について、要旨

の１です。地域おこし協力隊は、都市地域から過疎

地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブラ

ンドや地場産品の開発、販売、ＰＲ等の地域おこし

支援、また農林水産業への従事や住民支援などの地

域協力活動を行いながらその地域への定住、定着を

図る取組となっております。そして、総務省の支援

として特別交付税措置があり、協力隊員１人当たり

480万円、これは報償費280万円から最大で330万円

と、その他の経費で200万円、上限が合わせて480万

円となっているものです。この制度を上手に活用し

ていけば、人口減少対策にも地域活性化にもつなが

るものだと私も思います。これまでの地域おこし協

力隊の採用件数、また採用の部署、そして定住率は

どのようになっているのかお伺いします。 

〇議長（竹村恵一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 地域おこし協力隊につ

いてでございますが、平成26年度から制度を活用し、

まちの情報発信や商店街の活性化、特産品推進、炭

鉱遺産関係において地域の協力活動に当たられてお

ります。現在まで10名の隊員が任用されており、内

訳といたしましては企画課１名、商工労政観光課３

名、農政課１名、社会教育課５名となっております。

10名中、任期を満了されている方が５名、途中で任

期を終えた方が４名、そして現在１名の隊員が活動

を継続している状況であります。また、既に活動を

終了した隊員で赤平市に定住されております人数に

つきましては、９名中４名の約５割の方が起業また

は市内企業等に就職されまして、一赤平市民として

それぞれの場において活躍されているところであり

ます。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 延べ10名の協力隊

の方が任用され、１名が活動中と、社会教育課では

５名と半数が採用されたと、そして活動終了後赤平

市に定住されている方は９名中４名で約５割定住率

があるということだったと思うのです。数字上は、

そんな決して悪いものではないというふうにも思い

ます。逆に言うと、半数の方は任期途中あるいは任

期満了をもって転出をされているということなので

す。そこの点についても含めてなのですが、先日議

会報告会において協力隊の採用の在り方に疑問が投

げかけられました。協力隊員を人手不足の解消とし

ているのではないかと、概要としてはそんな内容だ

ったのです。先日確認したところ、採用時点で業務

内容が示され、それに対して同意し、任用されてい

るということだったのですが、この点について間違



 －38－ 

いはないかお伺いします。 

〇議長（竹村恵一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 地域おこし協力隊の任

用についてでございますが、国の制度を活用し、地

域外の人材を誘致することにより、地域で活動を行

いながら定住していただくことを目指しておりま

す。任期途中、また任期満了をもって転出される方

については、それぞれの理由があると思いますが、

地域活性化に必要な業務を設定し、活動に取り組ん

でいただいており、人手不足の解消をしているとい

うことではございません。地域おこし協力隊の任用

につきましては、募集時点で業務概要をご理解いた

だいた上での申込みとなりますことや面談の中でも

ご理解いただき、その業務に同意し、委嘱している

ということになっております。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 人手不足の解消で

はないということは確認できたと思うのです。採用

の時点で本人が本当にやりたいこと、定住した後や

りたいことと違う内容の業務であっても採用の段階

で本人が同意をしていれば任用には至るのだろうと

いうふうに思うのです。本人が目指しているものと

は業務内容必ず一致していないこともあると。そう

なると、やっぱり勤務中は業務内容のほうをしっか

りやっていただくということにもなるのだろうと思

うのです。採用の時点では、お互いの求めているも

のが本当にしっかりと合意形成されているのかと。

お互いそうはいってもできるのではないか、あるい

はこういう業務内容なのだから、それをやってくれ

るのではないかというところがきちっと合意形成に

至っていないが、いわゆる採用に至っているのでは

ないかというふうに思うのです。採用時に十分話し

合い、理解し合うことで十分解消できる内容ではな

いかとも思うので、職場等の人間関係であったり、

コミュニケーションも重要ですけれども、まずは採

用の段階でしっかりとそういったところの合意形成

を図る必要があるのではないかと思います。任期満

了後しっかり市内で頑張っていらっしゃる方がおり

ますので、そういうところに配慮しながら、せっか

くの制度ですので、活用を図っていっていただきた

いというふうに思うのです。残念ながら、先ほども

言いましたけれども、一番多い社会教育課の５名と

いう方なのですが、なかなか定住につながっていな

いという現実があります。 

 そこで、次の質問に移ります。件名５、炭鉱遺産

ガイダンス施設について、項目の１の施設運営につ

いてお伺いをします。要旨の１です。施設運営に関

してですが、これまで業務委託していた団体の撤退、

あるいは地域おこし協力隊を活用するも今言ったよ

うに任期途中で辞めてしまうなど課題が多い中で通

年開館運営というのをしてきていると。この施設は、

炭鉱遺産の歴史的価値を広く紹介し、市民及び来訪

者の炭鉱遺産に対する理解を深め、石炭産業によっ

て栄えた本市の歴史を後世に伝えるためという設置

目標があります、施設条例の第１条なのですが。私、

この施設は建設時から交付金を得るための計画の現

実性であるとか、交付金に間に合わせるための設計

や工期などがあり、指摘もし、反対をしてまいりま

した。しかし、建設され、運用されております以上、

有効に活用すべきというふうにも考え、また先ほど

述べた設置目標、いわゆる施設条例にも照らして施

設運営には一定の理解を示してきております。当初

の計画では、自立性などが求められておりましたが、

社会教育施設として収支の均衡が取れないことにつ

いても指摘はしますが、予算等反対することはして

おりません。 

 現状についてですが、条例の第３条、事業、ガイ

ダンス施設は次に掲げる事業を行うと。貴重な歴史

と地域文化に関する資料の収集及び保存、展示、展

覧会、講演会等の催しの開催及び他のものが行うこ

れらの催し、調査研究等への協力、その他施設の設

置目的を達成するために必要な事業と、先ほど言っ

たことですけれども、こういう事業内容となってお

りますが、これに照らして人員体制についてどのよ

うに今考えているのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 教育長。 
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〇教育長（高橋雅明君） 赤平市炭鉱遺産ガイダン

ス施設の人員体制についてどのように考えているか

についてでありますが、ガイダンス施設の人員体制

は現在職員２名、説明員として会計年度任用職員１

名、地域おこし協力隊１名の合計４名により条例に

基づき運営をしているところでございます。地域お

こし協力隊におきましては、ガイダンス開設当時よ

り延べ５名を委嘱して活用しているところでありま

す。また、ガイダンス施設は、平成30年の開設より

地域おこし協力隊を活用しながら業務を行っており

ましたが、任用期間が最長で３年と決められており、

継続的な任用にならないことが課題でありました。

そのようなことから、現在任用しております地域お

こし協力隊につきましては残り１名となっており、

任期も今年度末となっておりますことから、安定し

た施設の運営のために来年度からは地域おこし協力

隊の活用はやめて職員や会計年度任用職員の配置を

考えているところであります。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 現在は、職員２名

と説明員としての会計年度１名と協力隊１名の４名

だと。本当は５名いたのかなと思うのですが、現状

は４名ということです。今まで延べ５名の協力隊員

いたけれども、継続的に任用できないということが

課題だったということです。来年度は、職員、会計

年度の配置をして安定的な運営をしていきたいとい

うことが確認できたということになります。私もこ

の間何度も足を運んでいますけれども、協力隊の方

が任期終了後に炭鉱遺産関連のもので起業する、ガ

イドになるとか、いろいろあるかなとも思うのです

が、起業するとか定住するというのはなかなかそう

いうしっかりした目標、意識がないと難しいのだな

ということはこの間よく分かりました。社会教育施

設として条例に沿った業務遂行するには、やはり安

定的にしっかりと職員配置をしていかなければなら

ないというのが分かったのかなというふうに思うの

です。条例に沿って運営していくとなると、人件費

等経費がどのくらいかかるのかということもはっき

りと示していくことも必要になるのだろうと思いま

す。その辺は理解したいというふうに思いますが、

今後また注視していきたいと。市の職員だけでの運

営ということに今後仮になっていった場合ですが、

やはりあそこで売っているもの、物販なども難しく

なると思うのです。そういうことも含めて、例えば

市内のそういったことをやっているところに頼むだ

とか、やめるだとかも含めてですけれども、そうい

ったところもしっかりと協議をして方針を固めてい

っていただきたいというふうに思います。この質問

は終わります。 

 次の質問に移ります。件名の６、市立病院につい

てお伺いします。項目の１、発熱外来の終了につい

て、要旨の１です。ホームページ及び広報あかびら

によれば、昨今の各種感染症の状況を鑑み、11月30

日で発熱者外来を終了したということですが、引き

続き発熱などの症状があり、受診を希望される方は

朝８時半から10時半まで事前に電話連絡をしてほし

いという周知がされております。電話での聞き取り

によって対応を判断するということになっています

が、これ文字どおりお願いベースということになり

ます。発熱者の方とほかの患者さんが接触する可能

性というのも出てくるのだろうと思うのです。新型

コロナウイルスは、５類になったことから、感染防

止の対策も緩和されております。しかし、ウイルス

自体がなくなったわけでもなく、いまだに感染者の

方は存在し、多少増えているという傾向もありまし

た。発熱者外来棟は、コロナ交付金で改修し、現在

まで利用されておりましたが、11月30日をもって今

封鎖の状態になっていると思います。発熱外来棟そ

のものは、今後使用しなくなると思いますが、その

設備自体は今後どうしていくのか、また医療スタッ

フの体制、診療体制などはどうしていくかなどお伺

いしたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（杉浦圭輔君） 発熱外

来の終了についてでございますが、新型コロナウイ

ルス感染症の流行により当院においては検査、治療
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を専門的に行うとともに、院内での感染拡大を防ぐ

目的に令和２年11月９日より発熱外来にて発熱者等

の診療を行ってまいりました。旧リハビリ棟を改修

いたしまして発熱外来棟としたことで他の患者と完

全に隔離するとともに、発熱患者についても快適な

環境で診療できたことと思います。今年５月に新型

コロナウイルス感染症が５類感染症に分類され、感

染者数も減り、症状も普通感冒と変わらなくなって

おり、また新型コロナウイルス感染症であっても外

来対応医療機関ばかりではなく多くの医療機関で診

療が可能となったことから、当院におきましても11

月30日をもって発熱外来を終了したところです。発

熱外来終了とともに発熱外来棟は使用せず、一般外

来にて対応することとしておりますが、現在は冬場

の発熱者増加の懸念もあり、外来従事者の負担軽減

などから、その移行期間としてお電話で問合せいた

だき、現在の症状や発症からの経過時間、自宅での

検査の有無、市販薬での自宅療養の指導等を行い、

受診が必要な方に関しましてはその症状や検査結果

等から内科外来、小児科外来、救急外来感染室など

と振り分けましてそれぞれの担当者が対応すること

としております。今後におきましては、内科診療室

や外来人員配置等の見直しを行い、2019年以前のイ

ンフルエンザ等流行時と同様の通常診療体制に戻す

とともに、発熱外来棟については新興感染症流行に

即応できるよう保存する予定であります。 

 以上でございます。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 発熱外来棟につい

ては、新興感染症などの流行に即応できるように今

のまま保存をしていくと。発熱者については、診療

室、人員配置など見直していってインフルエンザの

流行時と同様にしていくと、冬場のそういうときと

同じような体制でやっていくということだったと思

うのです。発熱者の対応としては、症状、検査結果

を基にいわゆる救急外来であるとか、そういったと

ころに振り分けて、誘導して対応、診療していくと。

多くの自治体病院も今そういった対応になってきて

いるというふうに思われますので、内容は理解した

いと思います。報道では、今のコロナワクチンがそ

れほど進んでいないということですが、いまだに、

先ほど普通感冒と変わらない症状になってきている

ということをおっしゃっておりましたが、コロナウ

イルスに対する不安が大きい市民の方々も一定いま

すので、診療控え等につながらないように安心、安

全な医療体制というものを整えていっていただきた

いというふうに思います。 

 次の質問に移ります。件名の７、遊休公共施設に

ついて、項目の１、旧３小学校活用について、要旨

の１です。先日の新聞報道では、砂川市の学校統廃

合に伴う旧校舎の利活用について統合前から検討を

進めていくといったことが載っておりました。赤平

市でもそうあるべきだといった指摘が少なからずあ

りますが、前回も一般質問で議論させていただいた

とおり、公共施設等総合管理計画では利活用につい

て検討時期、検討期間を設けて進めていく方針が明

記されており、その計画に沿って今進められている

ということを確認しております。理解できるところ

ではないでしょうか。しかし、滝川市の旧江部乙小

学校に宇宙関連の企業誘致が決まるといったニュー

スなども流れ、市民の方からも対応が遅いのではな

いかという印象を持たれているのではないかと思い

ます。このほかにも市民から避難所としての活用や

民間譲渡など、民間活用など様々な意見が出されて

おります。６月の定例会では、町内会連合会と協議

を行い、できるだけ早い時期に旧３小学校の所在地

域の住民との協議、これを進めていきたいというふ

うに答弁されておりましたが、活用検討会議の検討

状況は今どうなっているのかお伺いします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 旧３小学校活用検討会議の検

討状況についてでございますが、住民懇談会などそ

れぞれの地域から民間活用による地域活性化や町内

会館の統合、避難施設の要望など旧３小学校に関係

するお話をいただいており、現在旧３小学校活用検

討会議において協議を進めているところでございま
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す。10月５日には、今年度２回目の検討会議を開催

し、活用についての協議を行っております。 

 町内会連合会との情報共有につきましては、10月

６日の正副会長会議において全体役員会の中でご説

明をさせていただくご了承をいただきました。その

後10月23日の町内会連合会全体役員会では、私と副

市長と企画課が出席し、お集まりいただきました役

員の皆様に旧３小学校活用検討のこれまでの経過と

改修する場合の事業費や維持管理費についての試

算、今後の地区人口の見通しなどを説明させていた

だきました。説明後には、各役員の皆様より避難所

としての活用や町内会館の集約、民間譲渡などにつ

きまして様々なご意見をいただいたところでありま

す。 

 今後の予定につきましては、年内に旧３小学校の

周辺地域と日程調整を行い、年明けからそれぞれの

地域での協議を進めてまいりたいと考えております

ので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 10月に２回目の検

討会議は行っていると、町内会連合会全体役員会で

すか、そこでも検討経過や見通しなど説明をしたと

いうことが確認できました。そこでも様々な意見、

要望があったということが今言われたと思います。

年明けからそれぞれの地域で協議に進む予定と今な

っているということが確認できましたので、しっか

りと進められているのだろうというふうに思いま

す。改修して活用する場合は、やはり改修費プラス

維持管理費用、こういったものも大きくなるでしょ

う。せっかく物があるのだから、仮に必要性がそれ

ほどなくても、低くても活用したほうがいいのでは

ないかというような意見や考えや将来的な見通しを

考慮せず、まず要望があるから使ってみようという

ことはできなくはないと私思いますけれども、まさ

に大洪水よ、我が亡き後に来たれといいますか、将

来的な責任というものがそこに果たして本当にある

のかというふうに思うのです。赤平市の将来のこと

も考えて慎重に判断していくという畠山市長の姿勢

からそういった発言があるのですが、今日もかなり

慎重に判断していく、検討していくという発言多い

のですけれども、その姿勢が、発言が活用に否定的

だと捉えられることもあるのではないかと私思いま

すので、将来的な見通しというものがいかに必要な

のかと、本当にほかの選択肢はないのかと、そうい

ったところの説明を丁寧に行っていくということが

やはりまだまだ足りていないというか、しっかりや

っていかなければならない部分だろうというふうに

思いますので、そういうところを丁寧に説明しなが

ら合意形成に努めていっていただきたいというふう

に思います。私としては、やはり避難所要望という

のが最も今大きくなってきているのだろうという感

覚を持っておりますので、そこに対してほかに本当

に案がないのかと、将来的な見通しはどうなのだと

いうところをしっかり示して答えを出していく必要

があると思いますので、これからも、今計画どおり

に進めているというふうに私は思いますので、丁寧

に説明をしていって合意形成に至っていただきたい

というふうに思います。 

 次の質問に移ります。件名の８、本町商店街の火

災について、項目の１、環境衛生と安全確保につい

て、要旨の１です。先月の20日午前、11月20日午前、

本町２丁目で火災が発生をしました。白昼の大きな

火災となり、住宅や店舗などが密集した場所での火

災であったことから、全国のニュースなどでも取り

上げられました。火元と見られる住宅の住民、近隣

の住民も避難をされ、幸い犠牲者は出なかったと聞

いておりますが、時間が違えば被害はどうなってい

るのかと、大きくなっていたのではないかという声

もあります。冬場となり、空気も乾燥していますの

で、改めてこの火の取扱い等啓発を強めていかなけ

ればならないのだろうと思います。 

 さて、現在火災があった場所は、火元と見られる

住宅と隣接した住宅が全焼となり、隣の建物が一部

焼け残っている状況となっております。そして、被

災した住宅の前の道路は、現在通行止めにして安全

対策を取っておりますが、これからの雪の状況では
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倒壊のおそれもあるのではないかと考えられます。

飲食街ということもあり、地域住民、商店街の不安

が想定されるのですが、対策等についての考えを伺

います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 初めに、このたびの火災によ

ります被災された方々に対しまして心からお見舞い

申し上げる次第でございます。 

 ご質問にありました火災現場の今後の対策等につ

いてでございますが、火災発生から３週間を経過し

ておりますが、一部建物が倒壊のおそれがあること

から、安全確保のために市道の一部を通行止めにし

ているところであります。建物には動産等も含まれ

ており、その撤去には、またさらには一般廃棄物の

処理に係る土地及び建物の所有者との折衝などに時

間を要していることから、隣接いたします方々には

大変ご不便をおかけしていることと思っておりま

す。このようなことから、市の所有ではございませ

んが、有効な手だてについて市内部で検討している

ところでありますので、ご理解いただければと思い

ます。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 現状が危険だとい

う認識は、一致しているのだろうと思うのです。所

有者との折衝に時間を要していると、動産もあると

いうことが今言われましたけれども、土地、建物だ

けではないのだということです。もちろん第一義的

には所有者の方に安全対策を行っていただくと、例

えば撤去をしていただくとかをしていただかなけれ

ばならないということは私もそのとおりだと思うの

ですが、しかし現場の状況、立地や現状を考えると、

行政が危ないから通行止めにしているということは

私は評価されると思うのです。それによって今は危

険ではない状況を確保できているので、しかしあの

ままでいつまでもというわけにもいかないのだろう

と。本当に先ほども言いましたけれども、これから

の季節ですので、大雪が降った場合にあの建物がど

ちらに倒壊するのだろうと考えると、やはりではず

っと通行止めにしておくのかということにもなると

思うのです。危険性がどんどん大きくなっているの

だというふうに思うので、できるだけ早く安全確保

をしていただきたい、いわゆる何とか倒れない状況

まで持っていっていただきたいと思うのです。今市

内部で検討しているということでしたが、そういっ

たところを議論されているという理解でよろしいで

しょうか、お伺いします。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 複数の被災者と所有者が存在

していることもあり、また権利関係もあることから、

この場での明言は避けたいと思いますけれども、目

下複数課におきまして取り進めておりますので、ご

理解いただければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 所有者の方の個人

情報等もありますので、ここで詳細触れられないと

いうのは理解したいと思うのですが、いずれにして

も早く通行止めにしたりと、会議も、火災があった

のが20日ですから、もういろいろ市内部で協議して

いるということですので、本当にしっかり早く対応

されているのだなということは印象として受けまし

た。場所が中心市街地ということもありますので、

これから年末にもなりますし、安全対策という面に

おいては万全をぜひ期していっていただきたいと。

また、これは先の話になりますけれども、雪解け後

にまたブルーシートといったようなことにもなるお

それがありますので、その辺含めて引き続き対応を

しっかりしていっていただきたいというふうに思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 最後の質問です。項目の２、商店街振興について、

要旨の１です。この点で一部では焼き肉店兼住宅で

の火災という報道がありましたが、実際には御存じ

の方多いと思いますけれども、焼き肉店というのは

店舗のみで、店主は別の住宅に住んでおります。ま

た、通常営業午後からということもあって、この日

は定休日でもあったため、店主の方は不在でありま

した。出火した住宅とはいわゆる長屋の状態でつな
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がっている状態だったため、間違った報道がされた

のではないかというふうに思うのです。この経営者

の方、いわゆる火災に巻き込まれたと言ってもいい

と思うのですけれども、この経営者の方には何とか

赤平市で再度出店してほしいという声が多く寄せら

れているということでした。近隣の商店街でも飲食

店が減ってしまうのは残念で、何とか再建してほし

いという声も伺っております。相談があった場合で

すけれども、赤平市に店舗があった事業者さんにな

りますが、再建する場合起業支援などは適用される

のか、また土地、建物についての情報提供やほかの

支援策などどのような対応ができるのか、考えを伺

います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 火災に巻き込まれた焼き肉店

の再建のご相談についてでございますが、先日の火

災における飲食店の被害について、長年にわたり営

業されているお店であり、いつも多くのお客様でに

ぎわっておりましたので、大変残念に思っていると

ころでございます。議員の言われましたとおり、市

民の方から出店を望む声も担当のほうに何件か届い

ておりまして、経営者の方が窓口にも来られたと聞

いております。お店の歴史も古く、私もそうですが、

市民の皆様もお店の再開を願っているところであり

ます。今後につきましては、経営者の方からお店の

再建についてのご相談があれば、起業支援事業や店

舗整備魅力向上事業などの活用を検討してまいりた

いと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 年末のこれからと

いうときにお店がなくなってしまったというところ

を考えると、心中察するところありますけれども、

相談があれば起業支援やほかの支援事業なども活用

を検討していかれるということが確認できました。

市民の方々から出店望む声が担当のところにも届い

ているということですので、やはりこのままお店が

なくなってほしくないという方多いのではないかと

いうふうに思います。経営者の方も窓口に今来られ

たということですので、赤平市での再開の意思も可

能性としてはあるのではないかというふうに思うの

です。赤平市の中心市街地の中心飲食店街ですので、

ぜひその飲食店街の灯を消さないようしっかりと相

談に来られた場合には乗っていただきたいというふ

うに思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

〇議長（竹村恵一君） 暫時休憩といたします。 

（午後 １時５９分 休 憩） 

                       

（午後 ２時１０分 再 開） 

〇議長（竹村恵一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序４、１、地域公共交通について、２、地

域振興について、議席番号８番、北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 議席番号８番、新

政クラブ、北市勲でございます。通告に従い、質問

いたします。ご答弁のほどよろしくお願いをいたし

ます。 

 件名１、地域公共交通について、項目１、中空知

地域公共交通についてお尋ねをいたします。要旨１、

赤平市内を運行されている中央バスは、今までの何

回かの議会の質問でもありますように赤平市民の大

事な足として認識されております。この中央バスの

滝芦線と歌志内線の運行ダイヤが12月１日より土曜

日、日曜日、祝日便が11便から７便となり、４往復

ずつ減便となりました。中空知の公共交通を協議す

る中空知地域公共交通活性化協議会には、赤平市は

従来の路線と便数を確保する基本的な考えを持って

臨むと、そういう答弁をいただいておりますが、今

回の減便で赤平市の基本的な考えが変わりました。

変わってしまいました。中空知地域公共交通活性化

協議会でどのような議論が交わされ、そして赤平市

の基本的な考えがなぜ変わってしまったのかを説明

をしていただきたいと思っています。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 中央バス滝芦線、歌志内線に
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ついてでございますが、沿線市町による両路線への

支援、いわゆる赤字補填をしていただきたいとの要

請が中央バスからあったところでございます。その

要請を受け、中空知地域公共交通活性化協議会の構

成員である両路線の沿線市町、中央バス、進行役で

ある空知総合振興局、オブザーバーである北海道運

輸局による打合せを重ねてまいりました。赤平市と

いたしましては、これまでの議会答弁で申し上げて

おりますとおり路線維持のためには一定程度の負担

もやむを得ない、利便性低下を防ぐためにもこれ以

上の減便を避けたいという考えに基づき、この間の

打合せに臨んでまいりました。しかしながら、中央

バスから滝芦線、歌志内線よりも利用人数が多い都

市部の路線であっても減便や廃線を余儀なくされて

いる中で路線を存続させるためには赤字額を早急に

圧縮していくことが必要であり、そのために有効な

経費節減策として減便は避けられないとの強い意向

が示されました。また、北海道中央バスにおける運

転手の人数は、令和元年の1,310名から令和４年には

1,110名と４年間で200名の減少となっております。

こうしたかつてない運転手不足から、これまでの便

数を存続することが物理的に不可能であるといった

非常に厳しい実情についてのご報告もございまし

た。そのため、本市を含めた沿線市町といたしまし

ては、このたびの減便について了解せざるを得なか

ったというのが実感でございます。これ以上の減便

を避けるという本市の意向がかなわなかったこと

は、非常に残念ではございますが、基本的な考えが

変わったというわけではなく、様々な事情を抱える

沿線市町や路線バス事業者といった相手がいる中で

の協議を重ねての決定ということでございますの

で、ご理解いただければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいまの答弁で

滝芦線、歌志内線の減便に関わる中空知地域公共交

通活性化協議会における協議についての説明では、

路線維持のために一定の負担もやむを得ない、利便

性低下を防ぐためにこれ以上の減便を避けたいとの

ことで打合せに臨んできたと、このような答弁でご

ざいました。そして、減便の理由として、路線を存

続するための赤字額を早期に圧縮する経費節減策や

運転手不足による減便は避けられなかったとのこと

ですが、路線を守ったり、減便を避けるために何が

今必要かと。ここでは負担もやむを得ないと、私も

そう思っている部分もありますが、まず路線を守り、

減便を防ぐということに対して一番大事なこと何な

のかと、これについて市長さんはどのようにお考え

かお聞きいたしたいです。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 一番地域公共交通を守ってい

くためには何が重要なことであるのかといったご質

問だったというふうに思います。もちろん今申し上

げたのは出るほう、支出の部分のお話をさせていた

だきましたけれども、支出を抑える部分、それと得

られる収入の部分、それも重要になってくるという

ふうに思います。ですので、ちょっと先ほどのは触

れておりませんけれども、利用促進策というものも

当然取り組んでいかなければならないものであると

いうふうに考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 私もそのように思

っています。今回の赤平市の基本的な考えが守れな

かったことに運転手不足が、これは物理的に問題が

あってなかなか解決難しいけれども、しかし今市長

さんがおっしゃった収入を増やすことと、それから

経費を削減することと、特にこの収入を増やすため

に今まで私は何回かこの議会でバスの利用する客を

増やすような対策を練っていただきたいということ

も要請してきましたが、そういうことも含め、赤字

を圧縮する経費節減策は協議はされたと思います

が、利用者を増やすことについてこの活性化協議会

でどのような議論されたのかお聞かせいただきたい

と思っています。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 中空知地域公共交通活性化協

議会としての利用促進策についてでございますが、
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今年度は各バス路線の沿線市町による減便や赤字補

填の案分方法についての協議に多くが割かれたこと

もございまして、それぞれの利用促進策やＰＲイベ

ントなどの情報共有はされていたものの、利用促進

に向けた話合いが進まなかったというのが実情でご

ざいます。現在協議会事務局である空知総合振興局

によりまして、国、北海道、中空知９市町、交通事

業者、それぞれの利用促進策の実施状況、進捗状況

を集約中でございます。それらの状況を踏まえ、沿

線市町などとの広域的な利用促進策について協議さ

れるものと考えております。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいまの答弁で

も、利用促進を１年半前から考えるべきでないかと、

こういうお話をしてきたつもりでいるのですが、今

になって具体的な促進策が見えていないと、このよ

うに感じるわけです。これは、利用者対策を講じな

かったことが今回の減便の大きな要因の一つだろう

と、このようにも思っております。そういうことで、

これから起きることも含めて若干質問させていただ

きたいと思います。 

 次に進みます。要旨２の滝芦線の減便については、

地理的にも滝川、芦別の中間点にある赤平の市民が

受ける影響は一番大きいと想定されます。減便を回

避するためには、利用者を増やすことと思いますが、

昨年の12月の議会で利用促進策を要請しましたが、

具体的な策は持っていないと、このような答弁でし

たが、現在でも利用者を増やす具体的な策はお持ち

でないのかお聞きいたしたいと思っています。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 中央バス滝芦線の利用促進策

についてでございますが、今年度は根室本線対策協

議会におきましてＪＲと中央バスの連携による鉄道

・バス共通時刻表発行によるＰＲやＪＲ根室線滝川

富良野間と中央バス滝芦線の双方で乗車可能な一日

散歩きっぷを発行するなどの事業に取り組んでまい

りました。議員ご指摘のとおり、減便を回避するた

め、なおかつ路線を維持するためにも利用者数を増

やすこと、その減少を食い止めることが重要である

と考えております。本市では、中学校のスクールバ

スを中央バス滝芦線利用に移行した経過がございま

す。中央バスからは、自社を通じて中学生を対象に

定期券を作成しているのは赤平市を含め数例のみで

ありまして、滝芦線利用者確保の一助になっている

と言っていただいております。この取扱いの継続に

より利用者を確保してまいりたいと考えております

し、市広報やホームページに利用を促すお知らせや

時刻表などを掲載してまいりたいと考えておりま

す。さらに、子供たちが早くから中央バス路線にな

れ親しみ、利用のきっかけづくりとなることを目的

に市内の小中学生が学校の教育活動などで滝芦線、

歌志内線を利用する際の運賃助成を検討してまいり

ます。今後につきましても引き続き利用促進策を進

めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いた

だければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいまの答弁で

特に滝芦線の利用促進についてもＪＲと中央バスと

の連携による共通時刻表の発行だとかのＰＲとか、

一日散歩きっぷを発行などの事業に取り組まれてい

るとのことですが、残念ですが、一般市民にはあま

り知られていません。今後減便を回避し、路線を維

持するためには利用者を増やすことが大事ですが、

市長自らが市民に対して利用促進を訴えるべきでな

いかと思いますが、その考えがおありかどうかお聞

きいたしたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 市民の貴重な移動手段であり

ます中央バス路線の存続は、大変重要なものである

というふうに考えております。私自身も時折公共交

通を利用させていただいておりまして、本年５月に

は昨年に引き続きＮＰＯ赤平市民活動支援センター

主催による乗って応援路線バスの旅というイベント

に参加させていただきました。今後も様々な場面で

市民の皆様へＪＲや中央バスといった公共交通の利

用をお願いしてまいりたいと考えておりますので、
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ご理解いただければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 市長さんも何回か

乗られているという話ですが、先日の住民懇談会の

ある席での参加者から公共交通を使って通勤したら

どうかというような声もあったと思います。市民も

今まちの中を通過する特に中央バスの減便は非常に

生活に大きく響くと、やっぱり行政が中心となって

減便を防ぐような対策を取るべきだという声だと私

は理解しました。ぜひ、このときは市長さんはどう

答えたかちょっと私は分かりませんけれども、いず

れにしても市民からそういう声があるということを

肝に銘じてこれに当たっていただきたいと思ってい

ます。 

 次に移ります。要旨３番、今回は土曜日、日曜日、

祝日の減便ですが、現状のままでいけば平日の減便

も予想されます。減便による市民生活の不便さを回

避するために、今後の対応についてどのように考え

ているかお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 中央バス滝芦線の利用者数に

つきましては、平成30年10月から令和元年９月まで

の令和１補助年度で35万4,944人でございましたが、

新型コロナウイルス感染症が流行してからの減少は

著しく、令和４年10月から令和５年９月までの令和

５補助年度で20万7,097人と４年間で４割以上減少

しております。また、新型コロナウイルス感染症が

５類感染症に移行した現時点におきましてもコロナ

禍前の利用水準に戻りつつあることすら確認できな

い非常に厳しい状況が続いております。 

 次に、滝芦線の収支状況を確認する指標といたし

まして中央バスから沿線市町へ示された赤字補填要

請額を申し上げますと、令和１補助年度で約610万円

と見込まれておりましたが、令和５補助年度では約

1,840万円まで増額することが予想されております。 

 これらの利用者数や収支状況の推移から、さらに

は全道的な運転手不足もあり、土日祝日の減便にと

どまらず、平日の減便、路線の廃止といった結論に

至る可能性も否定できない状況にあると認識してお

ります。このようなことから、中央バスが路線存続

に必要とする赤字補填を早急に開始しなければなら

ないと考え、沿線市町による負担案分方法について

の協議を進めているところでございます。沿線市町

の一部には、赤字補填の負担額を圧縮するため、さ

らなる減便を求める声があることも事実でありま

す。赤平市といたしましては、さらなる利用者の減

にもつながりかねない減便をできるだけ避けるべき

であると主張しながら、中央バスや沿線市町との協

議を続けてまいりますので、ご理解いただければと

思います。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいま答弁で利

用者数につきましてはコロナ感染症の流行により４

年間で４割以上減少していると、収支状況について

も赤字補填要請額が1,840万まで増額が予想される

と、さらに運転手不足から平日の減便、路線の廃止

に至る可能性も否定できないと、これ大変な状況に

なると予測されます。こういうことを避けるために

は、やはり先ほどから何回も言うようにコストを削

減することと、それから利用者数を増やすこと、こ

の２つしかないと思うのです。我々とすれば、これ

以上の減便は利用者数の減につながっていく、そう

すると収入も減ってくると、こんなことでは市民生

活に大きな影響が出ます。これを何としても避ける

ことをしなければならないと。そのためには、中央

バスや沿線市町との協議を続け、赤字補填と利用促

進を同時進行で進め、平日の現路線や便数を確保、

維持するようぜひとも要望いたしたいと、このよう

に思っております。そういう意味では、もちろん行

政も含めて市民一丸となって公共交通を守ることを

やらなければいけないと、このように思いますので、

ひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 次、項目２、乗合タクシーについてお尋ねをいた

します。令和３年12月から現在まで実証運行中であ

りますが、令和４年５月以来私どもに説明がありま

せんので、今日までの利用状況などについての進捗
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状況をお聞かせいただきたい。また、利用されてい

る市民からは、先ほど同僚議員の質問ありましたが、

いろいろと運行予約の時間及び運行日数の偶数日、

奇数日といった運行日の問題、さらに運行連絡施設

が少なくて増やしてもらいたいという市民からの要

望もありました。その中で今日に至るまで実証運行

中の今までに見直しや改善すべき点がありました

ら、お伺いいたしたいと思っています。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 乗合タクシーについてでござ

いますが、これまでの議会答弁でも申し上げており

ますとおり来年令和６年度からの本格運行を目指し

ているところでございます。利用状況等につきまし

ては、令和４年度の10か月間で登録者数70名、利用

延べ人数315名、令和５年度の５か月間で登録者99

名、利用延べ人数227名となりまして、徐々にではあ

りますが、増加している状況にございます。この間、

令和４年度からは交通空白区域外にお住まいの方の

75歳以上の方と要介護認定者を対象に加え、令和５

年度からはその年齢を70歳以上といたしまして対象

範囲を広げているところであります。来年度の本格

運行におきましても法定協議会でもございます赤平

市地域公共交通活性化協議会での協議、承認が必要

となってまいります。利用者からのご要望や実施事

業者のご意向、他の公共交通機関との兼ね合いなど

引き続き同協議会において検討し、北海道運輸局と

も許認可申請の手続など調整を図りながら進めてま

いりますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいまの答弁で

利用状況につきましては若干でありますが、増加傾

向にあり、効果が出ているのかなと、このような感

じがいたします。利用者の要望などについては、さ

っきも申し上げましたが、具体的な話で申し訳あり

ませんが、運行利用日の奇数、偶数日を撤廃してい

ただきたいという要望と、それから現在連絡施設と

して２番目にコープさっぽろ（あかびら市立病院）

となっておりますが、たまたま私のところに相談に

来られた市民が病院にかかりたいのだけれどもと運

転手さんにお話ししたら、いや、規則はコープさっ

ぽろですよということで、その方はたまたま歩行が

ちょっと難しい方だったらしいのですが、そういう

ことで若干そういった不満が市民の間からありまし

た。そういう意味でやっぱり市立病院がメインでな

いかなと、従がコープさっぽろでないかなと、ここ

のところを臨機応変にやっていただけるなら変える

必要ないけれども、それが陸運局等の許認可の中で

無理であれば、ここをまず市立病院に行って、そこ

で降りてもらって歩ける方はコープさっぽろで買物

してもらうという格好取らないと、逆で言われたら

市民の方々は赤平市は冷たいと、そういうご意見も

いただきました。そういうことで、このことも含め

検討していただきたいと思っています。 

 それから、運行連絡施設の増加につきましては、

やはり医療機関がメインです。今は、市立病院だけ

になっていますが、市民の方々はこの間の議会の報

告会の中でも医療機関は平岸にもあるし、文京町に

もあるのですよと、ですから市立病院を含めてその

３か所を加えてもらいたいと、市立病院入っていま

すけれども、その２か所、あと茂尻支所、これも加

えていただきたいという要望がありましたので、ぜ

ひこのことについて協議の中で検討していただきた

いと思っております。 

 それでは、次に参ります。件名２、地域振興につ

いて、項目１、らんフェスタ赤平についてお尋ねを

いたします。2001年より20回にわたり、らんフェス

タ赤平について実行委員長はじめ、実行委員のご尽

力により延べ29万人の来場者があり、交流人口を増

やし、赤平市の知名度を高められたことに改めて敬

意を表したいと思っております。しかし、この事業

が本年の事業をもって、らんフェスタ赤平は赤平蘭

友会の解散、実行委員会役員の高齢化、各地の蘭友

会の高齢化により作品の出品確保が難しくなり、将

来的な運営が困難とのことでこの20回目の節目をも

って終了するとのことですが、この連絡は10月31日

に私どもの手に入りました。この20回目の節目をも
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って終了するとのことですが、大変残念に思っても

おります。このイベントの終了により、交流人口の

大幅な減少は避けられないと想定されますが、市長

はこのらんフェスタ赤平の終了による交流人口の減

少をどのように思っておられるのかお聞かせいただ

きたいと思います。 

〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） らんフェスタ赤平の終了によ

る交流人口の減少ということでございますが、20回

目となる今年のらんフェスタは新型コロナの影響に

より４年ぶりの開催となったところでございます。

北海道の春は赤平からというキャッチフレーズで開

催されており、４年ぶりの開催も全道各地から322

鉢の出展と5,400人を超える入場者がありました。ら

んフェスタ赤平2023終了後の実績報告を兼ねた実行

委員会には私も出席させていただきましたが、実行

委員会の中では実績報告と決算について、また今後

の方針についても協議され、様々なご意見を伺った

ところであります。初開催から23年もの月日がたち、

ご来場いただいておりますお客様にも変化が現れて

おります。道内の蘭友会についても高齢化と会員数

の減少を受け、出展数も減少傾向にあり、集客も難

しくなってきているということもありますが、何よ

りも地元の赤平蘭友会が昨年解散されたということ

が大きく影響していることと思われます。また、主

催者である実行委員の皆様も高齢になられ、負担が

大きくなってきていることなどから、20回目を区切

りとされたところであります。歴史あるイベントが

なくなることは、大変残念なことではございますが、

実行委員会ではこれまでとは違う広がりを持った新

しい形で検討されるということでありましたので、

交流人口の増加につながるよう市といたしましても

できる限りの支援や協力をしてまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいま市長の答

弁として、歴史のあるイベントがなくなることは残

念であると、こういう感想ですが、このらんフェス

タ赤平の１回当たりの来場者数といいますか、やは

り交流人口という対象に思います。１回当たり１万

人を超える大変大きなイベントであって、これが終

わるということは本当に残念だと、このように思っ

ています。赤平市で１つのイベントで１万人が集ま

るようなイベントなんていうのは、何ぼもないと。

一番気がつくのは、火まつりの花火大会、今回議会

の初日でも産業フェスティバルでもたしか5,000か

6,000人以内だと、１万人集まりません。そういう中

でこの大きなイベントが赤平の地域活性化に寄与す

る部分というのは、相当大きいものがあると思って

おります。それがなくなるわけですから、ただ単純

に残念で済む話ではないと、このようにも思ってい

る次第でもございます。ただいま実行委員会が新し

く検討されると、違う広がりを持った新しい形で検

討されるということで市としてはできる限りの支援

や協力をしていきたいとの答弁をされました。実行

委員会が新しく検討されるとのことに対し、できる

限りの支援や協力だけで、赤平市がそこにどの程度

関与するのか全く見えません。いわゆる行政の姿勢

に積極性が感じられないのであります。赤平市の地

域振興や地域活性化の対応について疑問を感じざる

を得ません。らんフェスタの終了は、大変残念です

が、同時に行政の積極性がないことも残念にも思っ

ております。ぜひこれから、同じように来年の春と

いうことになるかどうか分かりませんが、いずれに

してもこのらんフェスタに続くものを行政も一緒に

なって考えていただきたいと。人任せではなくて、

自分たちのことだという捉え方でやっていただきた

い、このように思っております。ひとつよろしくお

願いいたします。 

 次、要旨２に入ります。らんフェスタ赤平は、赤

平市を花のまち赤平として明るいまちのイメージづ

くりと地域活性化に貢献をしてきております。この

らんフェスタ赤平に代わるものとして、明るいまち

のイメージを維持するためにランを活用した交流人

口を増やす施策の考えがあるのかお伺いいたしたい

と思います。 
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〇議長（竹村恵一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 花のまちとしてランを活用し、

交流人口を増やす施策についてでございますが、交

流人口を増やすための様々な取組につきましては多

くのお客様が来られるエルム高原やガイダンス施設

等におきましても毎年検討しながら取り組んでいる

ところであります。しかし、花を活用した交流人口

を増やす施策というのは、現状持ち合わせていない

状況にあります。今後につきましては、らんフェス

タ実行委員会でも新たな形を検討するというふうに

お聞きしておりますので、赤平市といたしましても

支援や協力の内容を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（竹村恵一君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいまの答弁、

先ほどと同じですけれども、赤平市が積極的にこの

イベントを続けるための努力というものが一向に見

えてきません。花を活用した交流人口を増やす施策

は持ち合わせていないと、この一言で赤平市は全く

人ごとだという具合に言っているのでないかなとい

う感じを受けます。赤平市には、かつて振興公社で

経営していたランを栽培するのがありましたけれど

も、今は企業がやっています。そういった大きな企

業があるにもかかわらず、行政と企業が連携してこ

のことを考えなければならないのに、そしてらんフ

ェスタ赤平に代わる新しいイベントの企画に実行委

員会も、それから企業も行政も一緒になって花のま

ち赤平としての明るいまちのイメージを維持するべ

きでないかと、このように思っております。ただい

ま新たな形を検討されるということなので、ぜひ赤

平市も積極的に参加して赤平のイメージを維持する

ようにしていただきたいと期待をいたしております

ので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 以上で私の質問終わりますが、いずれにしても地

域交通も含めてもう少し赤平市が主体性を持って臨

まなければ、中央バスにしても中央バスが足りない

からお願いしますでなくて、赤平も努力しなければ

ならないと。その努力が全く見えてこない。特に赤

字補填をしなければならないなら、赤字補填を最小

限にするためにも市民みんなで中央バスを利用する

ように、やっぱり市長さんトップですから、市長さ

んが口に出して言わなければ、これまた困るのです。

先日の住民懇談会の席でも担当の課長さんは協力し

てくれと言ったけれども、市長さんの口から出てこ

ない、私違うだろうと。これは、市長さんが言わな

ければならない。そういう記憶ありますか、ありま

せんか、言っていないこと。それは結構ですけれど

も、いずれにしてもらんフェスタもしかりです。実

行委員会がやるから協力するのだでなくて、一緒に

なってやろうという気構え、これがなければ赤平は

だんだん寂れていきます。この寂れの原因は何だと

いえば、やはり主たる行政が指導する、そして一緒

にやっていくという気持ちでなければ、これは防げ

ないと。人口のこと言わせれば、だんだん減少して

いきます。これは、厚生労働省の推計どおりになっ

ていますけれども、しかしそれをただ漫然と見てい

るわけにいかないのです。赤平で生きる我々として

は、やはり赤平のにぎわい、市民の幸せ、こういう

ことを考えたときに市長さんがしっかり頑張ってく

れなかったら困るのです。ぜひ２期目の畠山市長さ

んにはそういうこと踏まえて市民の要望に応えてい

ただくようお願い申し上げまして、質問終わります。

どうもありがとうございました。 

                       

〇議長（竹村恵一君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ２時４８分 散 会） 
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